
論

説
使

用

者

の
損

害

賠

償

義

務

と

労

災

保

険

損
益
相
殺

・
賠
償
者
の
代
位

・
不
当
利
得
制
度
に
よ
る
使
用
者
減
責
論
の
批
判
-
1松

本

克

美

目

次

一

問
題

の
所
在

二

労
災
保
険
と
損
害
賠
償
と
の
損
益
相
殺

三

使
用
者
に
よ
る
労
災
保
険
給
付
金

の
代
位
取
得

四

賠
償
額
確
定
後
に
給
付
さ
れ
た
労
災
保
険
金
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求

問
題
の
所
在

8?

一
七
万
人
。
我
が
国

に
お

い
て

一
年
間

に
業
務
上
災
害
を
蒙

っ
た
り
業
務
上
疾

病
に
罹
患

し
た
者

の
数

で
あ

る

(
一
九
九
四
年
)
。
そ

の

(
1

)

う

ち

死
亡
者

は
二
三
〇

一
人
。

こ
う
し

た
労
災
職
業
病

(以
下
ま
と
め
て
単

に
労
災
と
言
う
〉
は
従
来
労
災

が
多
発
し

て
き

た
危
険

な
鉱
山

(
2

>

や
建

設
現
場
、
交
通
運

輸
業
等

の
職
場

に
限
ら
ず
、
今
や

「
過
労
死
」

に
顕
著

な
よ
う

に
、
あ
ら

ゆ
る
職
種

に
拡
大

し
て

い
る
。
労
災

の

普
遍

化

で
あ
る
。

し
か
も
労
働
過
程

で
の
こ
の
よ
う
な
災

害
疾

病
が
、
被
災
者
自
身

や
残

さ
れ
た
遺
族

の
生
活
自
体
を
破
壊
し

て
し
ま
う

(
3

)

場
合

も
多

い
。

そ
し

て
こ

の
よ
う

な
労
働

過

程

に
お
け

る
個

人

の
生
命

・
身
体

・
健
康

の
侵
害
を
契
機

と
し

た
生

活

の
再
生
産

の
阻
害



紹神奈川法学第30巻 第3号(430)

が
、
そ

の
結

果
に
お

い
て

の
み
な
ら
ず
原
因

に
お

い
て
も
社
会

自
体

の
再
生
産
を
阻
害
し

て

い
く
現
実
に
我

々
は
眼
を
向

け
ね
ば
な
ら
な

い
。
な

ぜ
な
ら
社
会
は
各
人

の
労
働

に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て

い
る

の
に
、

そ

の
他
な
ら

ぬ
労
働

に
よ

っ
て
各
人

の
生
活

が
破
壊

さ
れ

て

い

く

の
だ
か
ら
。
か
く
し
て
労
災

の
事
前

防
止
と
発
生
し
た
被

害

の
完
全
救
済

は
現
代

日
本
社
会

の
切
実
な
課
題

の

一
つ
と
な

っ
て

い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う

な
労
災

に

つ
い
て

の
我

が
国

に
お
け
る
被
害
者
救

済

の
た
め

の
法
制
度

と
し

て
は
、
労
働

基
準
法

(昭
和
二
二
年
四
月
七

日
法
律
第
四
九
号
)
上

の
使

用
者

の
労
災

補
償
責

任
制
度

(労
基
法
七
五
条
以
下
)
、
労
働
者

災
害
補

償
保
険
法

(昭
和
二
二
年
四
月
七
日
法

律
第
五
〇
号
)
に
基
く
保
険
給
付
制
度

、
そ
し

て
民
事

賠
償
責
任
制
度

(使
用
者

の
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
債
務
不
履
行
責
任

.

(
4

)

(
5

)

民
法
四

一
五
条
、
不
法
行
為
責
任

・
民
法
七
〇
九
条
以
下
)
が
存
在
す

る
。

問
題

は

こ
れ
ら
相
互

の
関
係

で
あ

る
。

こ
の
う
ち
労
災
補
償
と
労
災
保
険
、
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
労
基
法
上
明
文

の
規
定

が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
、
労

(6

)

災
保
険
給
付

が
な

さ
れ

た
場

合
に
は
労
災
補
償
責
任

は
消
滅
す
る
旨

(労
基
法
八
四
条

一
項
)
、
ま
た
、
使

用
者

が
労
災

補
償
義
務

を
履

行

(7

)

し
た
場
合

に
は
同

一
事
由

に

つ
い
て
は
、

そ

の
価
額

の
限
度

で
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ

る
旨

(同
条
二
項
)
が
定

め
ら
れ

て

い
る
。

(
8

)

さ
て
労
災
保
険

と
損
害
賠
償
と

の
関
係

は
ど
う

か
。

い
わ
ゆ

る
第

三
者
行
為
災
害

の
場
合

(労
災

の
直
接

の
原
因
が
使
用
者
以
外
の
第
三

(
9

)

者

に
あ
る
場
合
)

に
は
、
労
災
保

険
法
は
次

の
よ
う
な
定

め
を
お

い
て

い
る
。
す

な
わ
ち
労
災
保
険

を
給
付

し
た
政
府

は
そ

の
給
付

の
価

額

の
限
度

で
、
保
険
給
付
を
受
け
た
者

が
第

三
者

に
対

し

て
有

す

る
損
害

賠
償
請
求
権
を
取
得

し

(労
災
保
険
法

=

一条

の
四
第

一
項
)
、

ま

た
逆

に
、
保
険
給
付
を
受
け
る

べ
き
者

が
第

三
者

か
ら
同

一
の
事
由

に

つ
い
て
損
害
賠
償
を
受
け

た
と
き
は
、
政
府
は
、
そ

の
価
額

の

限
度

で
保
険
給
付

を
し
な

い
こ
と
が
あ

る

(同
二
項
)
。
他
方

で
第

三
者

が
加
害
者

で
な

い
使

用
者

行
為
災

害

の
場
合

に
は
労
災

保
険
法

は
当
初
労
災
保
険

と
損
害
賠
償
と

の
関

係

に

つ
い
て

の
明
文

の
規
定
を
お

い
て

い
ず
、

そ

の
解
釈

は
判
例

・
学
説

に
委
ね
ら
れ

て
い
た
。

そ

の
結
果
、

判
例

は
、

こ
の
問
題

に
も
労
基
法

八
四
条

二
項
を
類
推
適
用
し
、

労
災
保

険

の
給
付

が
な
さ
れ
た
場
合

に
は
同

一
事
由

に

つ

い
て
は
、
そ

の
価

額

の
限
度

で
使
用
者

は
損

害
賠
償
責
任
を
免

れ
る
と
し

(大
阪
高
判
昭
二
九

・
九

・
二
九
高
民
七
巻

一
〇
号
七
八
〇
頁
、
東
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(
10

)

京
高
判
昭
三

一
・
三

・
二
一二
高
民
九
巻
二
号
九
三
頁
等
)
、

ま

た
学

説

の
多

数

も

こ
の
よ
う

な
結

論

を

支
持

し

て
き

た
。

(11

)

と
こ
ろ
が

一
九
六
〇
年

の
労
災
保
険
法
改
正
に
よ
る
長
期
傷
病
補
償
給
付

に
お
け
る
年
金
制
導

入
と
と
も

に
、
労
災
保
険
金

の
年
金
化

(
12

)

は
拡
大

の

一
途
を
た
ど
り
、

こ
こ
に
、
損
害
賠
償

と
労
災
保
険

の
調
整
問
題

に
も
新

た
な
局
面

が
生
ず

る
こ
と

に
な

っ
た
。
年
金
化
す

る

こ
と

に
よ
り
、
被
災
者
側

が
ま

だ
受
給
し
て

い
な

い
労
災
保
険

の
い
わ
ゆ
る

「
将
来
分
」

の
調
整
問
題

で
あ
る
。

労
災
保
険

と
損
害
賠
償
と

の
こ
の
将
来
分

の
調
整

問
題

に

つ
き
、
最
高

裁
は
後
述

の
よ
う

に
、
第
三
者

行
為
災
害

及
び
使
用
者
行
為
災

害

の
双
方

に
お

い
て
、
被
災
者
側

が
労
災
保
険
金
を
現

に
受
領
し

て
い
る
分
に

つ
い
て
は
同

一
項
目
間

で
の
損
益
相
殺
を
肯
定

し
た
が
、

将
来

分

に

つ
い
て
は
控
除
を
否
定

し

た

(後
述
二

(
一
)
参
照
)
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
最
高

裁
を

支
持
す

る
学

説
も
あ

る

が
、
他

方

で
、

こ
れ

で
は
将
来
分

に

つ
い
て

の
調
整
問
題

が
残

さ
れ
た
こ
と

に
な

る
と
し
て

「
完
全
調
整
」

の
立
場

か
ら
立
法
的
解

決
を
要
求
す

る

意
見
や
そ
れ

に
反
対
し
調
整
を
否
定
す

る
意
見
も
表

明
さ
れ
た

(後
述
二

(二
)
参
照
)
。
そ

の
後
、

一
九
八
〇

年

の
法
改
正

に
よ
り
、

こ

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
第

一
に
、
使
用
者

は
前

払

い

一
時
金

の
限
度

で
損
害
賠
償
義
務

の
履

行

の
猶
予
を
得

る
こ
と

が
で
き
、

そ

の
間

に

労
災

保
険
給
付

が
な
さ
れ

た
と
き

は
損
害
賠
償
責

任
を

一
部
免

れ
る
、
第

二
に
、
労
働
者

が
使

用
者

か
ら
損
害
賠
償
を
受
け

た
と
き

は
、

(
13

)

一
定

の
価
額

の
限
度

で
保
険
給
付
を
し
な

い
こ
と

が
で
き
る
旨

の
中
間
的
解
決

が
は
か
ら
れ
現
在

に
至

っ
て

い
る
。

筆
者

は
、
既

に

い
く

つ
か

の
論
稿

に
お

い
て
、
従
来

の
調
整
問
題

に

つ
い
て
の
多

く

の
見
解

が
、
労
災
保
険
と
損
害
賠
償

と
が
重
複
す

る

こ
と
を
前
提

と
し

て

い
る
そ

の
こ
と
自
体

に
問
題
が
あ

る
と
し

て
、

こ
れ
を
批
判
し
、
完
全
調

整
と
は
正
反
対

の
完
全
併
存
論
を
提
起

(
14

>

し
て
き
た
。
本
稿

に
お

い
て
は
、

こ
の
よ
う

な
筆
者

の
見
解

に
対
す
る
疑
問
や
批
判

へ
の
応
接

も
兼

ね

つ
つ
、
第

一
に
こ
の
問
題

の
出
発

点

で
あ

る
損
益
相
殺

に
よ
る
調
整

の
可
否
、
第

二
に
明
文
上

は
明
ら
か

に
さ

れ
て

い
ず
裁
判

で
争

わ
れ
た
問
題
と
し

て
損
害
賠
償
を
履

行

し

た
使
用
者

に
よ

る
労
災
保

険
金

の
代
位
取
得

の
問

題
、
第
三

に
未
だ
正
面

か
ら
議
論

さ
れ
て
は

い
な

い
が
、

現
実

の
訴

訟
で
問
題
と
な

っ
て

い
る
、
控
除
さ
れ
な
か

っ
た
将
来
分

の
労
災
保
険
金
を
被
災
者

が
そ

の
後
受
領

し
た
場
合

に
、
既

に
損
害

賠
償
債
務
を
履

行
し
た
使
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用
者

が
そ

の
労
災
保

険
金

相
当
額

を
不
当
利
得

し
て
返
還
請
求

で
き

る
か
と

い
う
問
題
を
論
ず

る

こ
と
に
す

る
。

な

お
結

論
を
先

取

り
す
れ

ば
、

こ
れ
ら
損
益
相
殺
、
賠
償
者

の
代
位
、
不
当

利
得

返

還
請
求

に
よ

る
損
害

賠
償

と
労
災
保

険

の

「
調

整
」
を
認

め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
本
来
被
災
者

の
保
護

と
福
祉

の
増
進

の
た
め
に
使
用
者

の
民
事
責
任

の
有
無

と
は
独
自

に
支
給
さ
れ

る

べ
き
労
災
保
険
金

に
よ

っ
て
、
他

な
ら
ぬ
安
全

配
慮
義
務
違
反

に
よ
り
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

べ
き

こ
と
が
確
定
し

た
使

用
者

が
そ

の

損
害
賠
償
義
務
を

一
部
免
れ
、
減
責

さ
れ
る

こ
と
を
認
め
る

こ
と
に
な
り
、

こ
れ

は
妥
当
な
法
的
解

決
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な

い
か
と

い
う

の
が
本
稿

の
基
本

的

モ
チ
ー

フ
で
あ

る
。

神奈川法学第30巻 第3号(432)

注(
1
)

労
働
省
編

『
平
成
七
年
版
労
働
白
書
』

三
九

三
頁
以
下
参
照
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
四

(平
成
六
)
年

に
お
け

る
業
務
上
災
害

に
よ
る
休
業
四
日

以
上

の
死
傷
者

は

一
七
万
六
〇
四
七
人
、

一
九
九
三

(平
成
五
)
年

に
お
け

る
休
業
四

日
以
上

の
疾
病
件
数
は
九

六
三
〇
件

と
さ
れ

て
い
る
。

従

っ
て
こ

の
統
計

に
は
休
業
四

日
未
満

の
労
災

職
業
病

は
含
ま
れ
て

い
な

い
こ
と
や
企
業

で
は
お
う

お
う

に
し

て
労
災

を
健
康
保
険

で
処
理
し

た
り
す

る

い
わ
ゆ
る

「
労
災

隠
し
」
が
行
わ
れ
る

こ
と

(
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も

の
と
し

て
我

が
国

の
労
災

民
事
訴

訟

の
パ
イ

オ

ニ
ア
的
弁
護

士
と
し

て
活
躍
を
続

け

て

い
る

岡
村
親
宜

『労
災
職
業
病
』
新
日
本
新
書

・
二
六
頁
以
下

・
一
九
八

二
年
)
、

「
全
貌

は
闇

に
埋
も
れ

て

い
る
」

と
言

わ
れ
る

い
わ
ゆ

る
外
国

人

の

「
不
法

就
労
者
」

の
労
災

(五
島
正
規

・
古
谷
杉
郎

『
い
の
ち

の
差
別

外
国

人
労
働
者

の
労
災

・
医
療
』
社
会
新
書

二
二
〇
頁

・
一
九
九
三
年
)
等

が
あ
る
こ

と
を
考

え
れ
ば
、

そ
の
実
態
は
さ
ら

に
深
刻
な
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
2
)

業
務

に
起
因
す

る
過
労

に
よ
る
脳
疾
患

及

び
心
臓
疾
患

に

つ
い
て
、
労
災
保
険
を
受
け

る
前
提
と
し

て
の
業
務
上

認
定
請
求
件
数

は
、

一
九

八
九
年

か

ら
九

三
年

の
五
年
間

で
実

に
二
七
六
七
件
、

こ
の
う

ち
業
務
上

と
認
定

さ
れ
た
件
数

は
四
四

一
件

で
あ
る

(岡
村
親
宜

「
過
労
死

の
救

済
と
救

済
立
法
論

労
働
省

脳

・
心
臓
疾
患
検
討
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
委
員
会
報
告
批

判
」
労
働
法

律
旬
報

=
二
五

一
・
五

二
号
五

六
頁
表

-
参

照

・
一
九
九

五
年
)
。

こ
れ

ま

で
過
労
死
に

つ
き
業
務
上
認
定
さ
れ

た
事
例

に
お

い
て
そ

の
職
種
は
船
員
、
ト

ラ

ッ
ク
や
タ
ク
シ
ー

の
運
転
手
、

警
備
員
、
消
防
署
職
員
、

旅
行
添
乗

員
、
市

役
所
職
員
、
税
務
署
職
貝
、
教
師
、
医
者
等
多

岐
に
わ
た

っ
て

い
る

(上
記

岡
村
六
〇

頁

の
表

3
参

照
)
。
な

お
過
労

死

に

つ
い
て
は
、
岡
村
親

宜

『
過
労
死
と
労
災
補
償
』

(労
働
旬
報
社

・
一
九
九
〇
年
。
本
書

の
書
評
と
し

て
拙
稿

・
労
働

の
科
学

一
九
九

一
年

一
月
号
五
四
頁
)
、
川
人
博

『
過
労
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死
と
企
業

の
責
任
』

(労
働
旬
報
社

・
一
九
九
〇

年
)
、
「
特
集

l
l
癌

と
過
労

死
」
季
刊
労
働
法

一
六
六
号

(
}
九
九

三
年
)
等
参

照
。

筆
者

も

こ
の
問

題
に

つ
い
て
小
論
を
書

い
た

こ
と
が
あ
る

(拙
稿

「
さ
よ
な
ら
過
労
死
社
会
-
1

生
存
権

か
ら
生
活
権

へ
」
神

奈
川
大
学
評
論
七
号
八
〇

頁

・
一
九
九
〇

年
)
。
そ

こ
で
引
用
し
た
岡
村
親
宜
弁
護
士
談

に
よ
れ
ば
、
我

が
国

の
過
労
死

の
実
態

は
毎
年
数

万
人
以
上
、
過
労
死
予
備

軍
は
数
十
万

人
以
上
と
推
定

さ
れ
て

い
る
。

(
3
)

労
災

が

「
被
災
労
働
着

と
そ
の
遺
家
族

の
人
間
生
活
を
破

壊
し
、
貧
困

の
中

へ
投
げ
込

ん
で
い
る
」
実
態

に

つ
き
、
前
掲
岡
村

『
労
災

職
業
病
』
三
二

頁
以
下
、
我

が
国
最
大

の
職
業
病

の

一
つ
で
あ
る
じ
ん
肺
に

つ
い
て

の
実
態
調
査

か
ち
じ

ん
肺

に
罹
患

し
た

「
労
働
者
世
帯

の
生
活
保
護
世
帯
化
」
を
指

摘
す
る
野
沢
浩

『
労
働

過
程

の
過
失

と
貴
任
』

(
一
九
四
頁

・
財
団
法
人
労
働
科
学

研
究
所

・
一
九
八
八
年
)
、

じ
ん
肺
罹
患
者

の
家
族

に
よ
る
手
記

で
あ

る
武
藤

ピ
サ
子

・
全
国

じ
ん
肺
裁
判
原
告
団

・
弁
護
団
編
著

『
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う

で
ー

じ
ん
肺
患
者

の
妻
と
子
供
達

の
手
記
』

(東

研
出
版

・
一
九
八

八
年
等

)
参

照
。

ま
た
過
労
死

は
そ

の
死

に
至
る
前

の
長
時
間

労
働

の
日
常

の
段
階

で
既

に
労
働
者

と
そ

の
家
族

の
生
活
を
或

る
意
味

で
破
壊
し

て
い
る

点

に
つ
き
、
中
生

加
康
夫

『
「
過
労

死
」

と
妻

た
ち
吐

(
風
媒
社

・
一
九
八
九
年
)
参
照
。

(
4
)

戦
後

の
労
災
補
償

・
保
険
制
度

の
前
史
を
な
す

工
場
法

(
明
治

四
四
年
三
月
二
八

日
公
布

・
法
律
第
四
六
号

・
施
行
は
大
正
五
年
九
月

一
日
)
や
、
労

働
者
災
害
扶

助
法

(昭
和
六
年
四
月
二

日

・
法
律
第
五

四
号
)
、
労
働
者
災

害
扶
助
責

任
保
険
法

(同
年

同
日

・
法
律

五
五
号
)
等

に

つ
い
て
は
、
労
働

省
労
働
基
準
局

労
災
補
償
部
編

『
労
災
補
償
行

政
史
』

(労
働
法
令
協
会

・
一
九

六

一
年
)

の
第

一
編
戦
前

編
、
中
脇
晃

「
労
働
災

害
補
償
法
制

に
関
す

る

一
考
察
ー

戦
前
編
」
商
学
論
集
四
七
巻
三
号
、
吉
田
美
喜
夫

「わ
が
国
に
お
け
る
労
災
補
償
の
発
展
」
窪
田
隼
人
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

『労
働
災

害
補
償
法
論
』

一
一
五
頁
以
下

(法
律
文
化
社

・
一
九
八
五
年
)
等
参
照
。
戦
前

の
法
制
度
、
そ
れ
ら
を

め
ぐ

る
諸
理
論
と
戦
後

の
そ
れ

と
の
連
続

と
断

絶

は

一
つ
の
理
論
史
的
検
討
課
題
だ
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ

に
触
れ

る
余
裕

は
な

い
。

ま
た
我

が
国

の
民
法
典

で
は
な

ぜ
ド
イ

ツ
の
よ
う

に
雇
傭
契
約

に
お

け

る
安
全
配
慮
義

務

(閃
貯
。ゆo
「
伽q
8
爵
6
騨
)
が
明
文

で
規
定

さ
れ
な

か

っ
た

の
か
と

い
う

興
味
深

い
問

題

の
検
討

と
し
て
、
白
羽
祐
三

『
安
全
配
慮
義

務
法
理

と
そ

の
背
景
』

(中
央
大
学
出
版
部

・
一
九
九

四
年

)
。
筆
者
も

こ
れ
ら

の
問
題

を
か

つ
て
修
七
論
文

「
我
が
国
に
お
け

る
安
全
保
護
法
理

の
形
成

と
展
開
」

(早
稲

田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

・
一
九
八

一
年

)
で
検
討
し

た
が
、

い
ず
れ
更
に
検
討
を
加
え
論

文
と
し

て
公
表
す

る
予
定

で
あ

る
。

(5
)

こ
の
問
題

に

つ
い
て

の
概
観

と
し
て
、
西
村
健

一
郎

『
労
災
補
償
と
損
害
賠
償
』

二

一
七
頁
以
下

二

粒
社

・
一
九
八
八
年
)
。
本
書

は
そ

の
主
張

の

当
否
は
と
も
あ
れ
、

こ
の
問
題

に

つ
い
て
の
我

が
国

の
必
読
文
献

で
あ
る
。

な
お
比
較
法
的

に
み
る
と
、
我

が
国

の
よ
う

に
労
災
保
険
制
度
と
は
別

に
、

労
災
補
償
制
度

が
あ

り
、
更

に
使

用
者

に
対
し

て
労
災

に
関

す
る
民
事
賠
償
責
任

が
追
求

で
き
る
法
制
度

は
極

め
て
特
殊
な
も

の
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
、

ア

メ
リ
カ

で
は
労
災
保
険
給
付
以
外

に
使
用
者

の
賠
償
責
任

を
追
求
す
る

こ
と
は
認

め
ら

れ
て
お
ら
ず

、

フ
ラ

ン
ス
で
も
労
災

が
使
用
者

の
許
し
が
た

い
過
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失

(貯
暮
Φ
凶口
①
×
2

ω
聾
σ
一①
)
が
あ
る
場
合
を
除
き
原
則

と
し

て
民
事
責

任

の
追
求

は

で
き
な

い
。
イ

ギ
リ

ス
で
は
労
災
保

険
給
付

と
民
事
賠

償
責

任

の

併
存

が
認
め
ら
れ
て

い
る
が
、

一
九
七
八

年

の

℃
①
禦
。。
o
ロ
報
告

は
、
両
者

の
完
全

な
調
整
を
提
言

し

て

い
る
。
ま

た

ニ
ュ
ー

ジ
ー

ラ

ン
ド
で
は

一
几
七

二
年

の
事
故
補
償
法

(Z
Φ
を

N
Φ
巴
磐

O
>
o
o
己
Φ
葺

∩
o
ヨ
℃
Φ
コ
ω
碧
一〇
ロ
>
9

お
謡
)
以
来
、
労
災

補
償

は
無
過
失
責
任

に
基
く
事
故
補
償

の

一
般
法

に
統

合

さ
れ
、
民
事
訴
権

は
廃
止

さ
れ
て

い
る
。
以
上

の
諸
外
国

で
の
制
度

の
紹
介

・
検
討

に
関
す

る
比
較
的
近
時

の
論
稿

と
し

て
、
西
村
健

一
郎

「
西
ド
イ

ツ
の
労
災
補
償

(下
)
」
労
働
法
学
研
究
会
報

=
]=

五
号

三
六
頁
以
下

(
一
九
八
〇
年
)
、
同

「
ド
イ

ツ
労
災
保

険
に
お
け

る
事
業
主

等

の
民
事
責
任
」

民
商
法
雑
誌
六
八
巻

一
暑

二
三
頁
以
下

(
一
九
七
三
年
)
、
保
原
喜
志
夫

「
フ
ラ

ン
ス
の
労
災
補
償

(2
ご

労
働
法
学
研
究
会
報

=
壬
二
七
号

二
〇
頁
以

下

(
一
九

八
〇
年
)
、
岩
村

正
彦

『
労
災

補
償

と
損
害
賠
償
i

ー
イ
ギ
リ

ス
法

・
フ
ラ

ン
ス
法
と

の
比

較
法
的
考
察
』

(東
京

大
学
出
版
会

・
一
九

八
四

年
)
、
林
弘
子

「
ア
メ
リ

カ
に
お
け

る
労
災

補
償

と
民
事

損
害
賠
償

(上
)
」
労
働
法

学
研
究
会
報

一
二
七
九
号

三
九
頁
以
下

(
一
九
七
九
年
)
、
樋

口
範

雄

「
6
0
一一讐
Φ
「
巴

ω
o
霞
8

菊
巳
Φ
と
日
米
不
法
行
為
法

損
害

の
重
複

填
補

の
調
整
あ

る

い
は
無
調
整
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
二
〇
号

二

九

八
五
年
)
、
浅
井
尚
子

「
ニ
ュ
ー

ジ
ラ

ン
ド
事
故
補
償
法

と
そ

の
運
用
実
態
」
加
藤
雅
信
編
著

『損
害
賠
償

か
ら
社
会
保
障

へ
』

(三
省
堂

.
一
九
八
九

年
)
等
参
照
。

こ
れ
ら

の
比
較
法
的
検
討

を
通
じ

て
今
後

の
立
法
政
策
論

が
展
開
さ
れ
る
場
合

で
も
、
我
が
国

の
現
行
制
度
間

の
関
係
を
使

用
者

の
損
害

賠
償
責
任

の
軽
減
と

い
う

方
向

で
位

置
づ
け
る
の
か
、
被
害
者

の
完
全
救

済

の
観
点

か
ら
捉
え

る
の
か
は
、
根
本
的

な
前
提
問
題

と
言
え
よ
う
。
本
稿

は

こ
の
よ
う
な
問
題

の
検
討
を
試

み
る
も

の
で
あ

る
。

(
6
)

な
お
、
筆
者

は
か

つ
て

「
労
災
保

険
制
度

は
使

用
者

の
労
災
補
償
責

任
を
責
任
保
険
的

に
カ
バ
ー
す

る
も

の
と
し
て
創
設

さ
れ
た
た
め
、
労
災
保
険
給

付

が
な
さ
れ
た
場
合

に
は
、
そ
れ

に
相
当
す

る
労
災
補
償
責
任

は
消
滅
す

る
旨
、
労
基
法

が
明
文

で
定

め
て

い
る
」
と
指
摘
し

た

(拙
稿

「
車

の
両
輪
ー

1

民
賠
と
労
災
保
険
」
労
災
補
償
制
度

問
題
研
究
会

編

『労
災

が
あ

ぶ
な

い

わ
た
し
た
ち

の
提
言
』
二
三
〇

頁

(東
研
出

版

・
一
九
九
〇

年
。
本
書

の
書

評
と
し
て
野
沢
浩

・
神
奈
川
大
学
評
論
七
号
九

三
頁

・
一
九
九
〇

年
)
。

こ
れ
に
対

し
て
宮
島

教
授

は
、

同
書

の
他

の
執
筆
者

の
論

述
と

と
も

に
、

こ
の
点
は

「
い
ず
れ
も
法

の
趣
旨

に
そ

っ
た
理
解

で
も
な
け

れ
ば
理
論
的

で
も
な

い
」
と
批
判

さ
れ

て

い
る

(宮
島
尚
史

『労
災

給
付

論
』
二
二
三
頁

・

学
習
院
大
学

研
究
叢
書

2
0

・
第

}
法
規

・
一
九

九

一
年
)
。
確

か
に
労
災
保
険
制
度

は
労
基
法
上

の
補
償
責
任

の
純

粋
な
責
任
保
険

と
し
て
創

設
さ

れ

た
わ
け

で
は
な
く
、

こ
の
点

は
労
災
保
険
給
付

の
受

給
権
者

が
使

用
者

で
な
く
、
被
災
者

や
そ
の
遺
家
族

で
あ

る
点

に
も

明
白
に
現

れ
て

い
る
。

ま
た
、

労
働
省
に
よ
る
前
掲

『労
災
補
償
行
政
史
』
も

こ
の
間

の
事
情
を
次

の
よ
う

に
説

明
し

て

い
る
。

「
こ
の
法
律

の
性
格

に

つ
い
て
は
、
法

案
作

成

の
過

程

に
お

い
て
、

こ
の
法
律
を
労
働
基
準
法

に
よ
る
使

用
者

の
災
害
補
償

に

つ
い
て
の
責
任
保

険
と
す

る
か
、
又

は
、
労
働
者

を
直

接
対
象

と
し

て
労
働
基

準

法

と
は

一
応
別
個

の
労
働
者
保
険

と
す

る
か
に

つ
き
議
論

が
あ

っ
た
が
、
占
領
軍
当
局

の
示
唆
も
あ

り
、
結
局
、
労
働
者
を
直
接
対
象

と
す
る
労
働
者
保
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労

険

に
す
る

こ
と

に
決
定

さ
れ
た
。
」

(同
書
三
〇

七
頁
)
。
従

っ
て
、
労
災
保
険

を
安

易
に
責
任
保

険
と
す

る

こ
と
が
被
災
者
救
済

を
阻
害
す

る
法

理
論

と

な
り
得
る
危

険
性
も
あ

る
中

で

(完
全
調
整
論
者

に
は

こ
の
よ
う

な
傾
向

が
あ

る
)
、

こ
の
よ
う

に
労
災

保
険

が
労
災

補
償
責
任

の
純

粋
な
責
任
保
険

で

な

い
こ
と
を
強
調
す

る
の
が
宮
島

教
授

の
趣
旨

で
あ
る
と
す

れ
ば
、

そ

の
限
り

で
は
全

く
そ

の
通
り
で
あ
り
、
筆
者
も
同
意
見

で
あ

る
。
し
か
し
に
も

か

か
わ
ら
ず
、
労
災
保
険
制
度

が

「
労
働
基

準
法

と
は

一
応
別
個
」

で
は
あ

っ
て
も
、

そ
れ
が
結

果
的

に

輪
使
用
者

の
労
災
補
償
責
任
を
責

任
保

険
的
に
ヵ

バ
…
す

る
」
性
格
を
有
す
る
も

の
と
し
て
創
設

さ
れ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

こ
の
点
を
沼
田
稲
次
郎

は
端
的

に
次

の
よ
う

に
指

摘
す

る
。
「
個
別
資
本

の
脆
弱
さ

に
よ

っ
て
労
働
者
保
護

の
実
効

が
失

わ
れ
る
可
能

性
が
あ

る

の
で
、
使
用
者

の
補
償
責
任
を
担
保
す

る
必
要

が
生
ず

る
。

『
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
』
は
、
そ

の
よ
う

な
使
用
者

の
責
任
保

険

に
ほ
か
な

ら
な

い
。
」

(沼
田

『
労
働
法
論
上

巻
』
四

二

頁

・
法
律

文
化
社

・
一

九
六
〇

年
)
。
そ

の
他

「
労
災
保
険
法

は
、
当
初

は
労
基
法

の
使
用
者

の
責
任

の
内
容

を
肩

代

わ
り
す

る
も

の
と
し
て
出
発
し

た
」
と

い
う
松

岡
三
郎

の

指
摘

(同

『安
全
衛
生

・
労
災
補
償

労
働

基
準
法
H
』

二

一
頁

・
ダ

イ
ヤ

モ
ン
ド
社

・
一
九

八
〇

年
)
、
労
災

保
険
法

は
、
個
別
使
用
者

の

「
こ
の
労

基
法
上

の
使

用
者

の
法
定
補
償
責
任
を
、
保

険
制
度

を
利

用
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
集

団
と
し
て

の
使

用
者

の
責
任

の
拡
大

・
徹
底
を

は
か
る
制
度

と
し
て

担
保
し
、
労
災
保
険
法
上

の
給
付
が
お

こ
な

わ
た
場
合

に
は
、
使
用
者

は
労
基
法

h

の
法
定
補
償
責
任
を
免
れ

る
と

と
し
た
」

と

い
う
岡
村
親
宜

の
指
摘

(水
野
勝

.
岡
村
親
宜

・
畠
中
信
夫

『
労
災

・
職
業
病

・
通
勤
災

害

補
償
法
制

と
企
業

責
任
』

一
八

五
頁

・
総
合

労
働
研
究
所

・
一
九
七

八
年
)
、
「
労

災
保
険
法
を
、

労
基
法

の
災

害
補
償

の
責
任
保
険
的
性
格
と
社
会
保
障
的
性
格

と

い
う

二
面
性
を
担
う
も

の
と
し
て
、
率
直

に
捉
え
る
必
要

性
が
生

じ
て

い
る
」
と
す

る
遠
藤

昇
三
教
授

の
指
摘

(同

「
労
働
保
険

の
保

険
関
係
」
前
掲
窪

田
隼
人
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

『
労
働
災
害
補
償

法
論
』

一
三
八
頁

・

法
律

文
化
社

.
一
九

八
五
年
)
等
参
照
。
な
お
使
用
者

の
損
害
賠
償
責
任

と

の
関
係

で
の
労
災

保
険

の
責

任
保
険
的

性
格

に

つ
い
て
は
、
後
述

二

(三
)

参
照
。

(
7
)

こ
れ
ら

の
規
定
を

め
ぐ

る
解

釈
論
は
、
当
初

は
主

と
し
て
戦
後

の
労
働
法
学

に
お

い
て
労
災

補
償
責
任

の
本
質
論

と

い
う
理
論
的

問
題

と
の
か
か
わ
り

で
論
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な

っ
た

(吾
妻
光

俊
、
慶
谷

淑
夫
、
松
岡
三
郎
、
窪
田
隼
人
、
安
屋
和

人
等
)
。
そ

し
て

こ
の
よ
う
な
労
災
補

償
責
任

の
本

質
論

が
そ
の
後

一
九
六
〇

年
代

に
発
展
す

る
使

用
者

の
労
働
契
約
ヒ

の
安
全
保
護
義

務

・
安
全

配
慮
義
務
違
反

に
よ
る
民
事
賠
償
責
任
論
展
開

へ
の
理
論
史
的

契
機
と
な
る

の
で
あ
る

(
こ
の
点

に

つ
き
拙
稿

門
戦
後

日
本

に
お
け

る
安
全

配
慮
義
務
論

の
理
論
史
的
検
討

労
災
責
任
論

の
展
開
過
程

と
の
か
か
わ

り
を
中
心
に
ー

ー
」

(
一
)

(
二
)

(三
)

早
大
法
研
論
集
三
八
、
四
〇

、
四
三
号

・
一
九
八
六
、
八
七
年
、

と
り
わ
け

四
〇
号

二
七
六
頁
以

下
参

照
)
。

な
お
当
初

民
法
学

に
お

い
て
は
、
労
災

補
償

と
損
害
賠
償
と

の
関
係

を
め
ぐ

る
議
論

は
余
り
行
わ
れ

て

い
な

い
。

こ
れ
は

一
面

で
労
災
補
償
が
市

民
法

で

あ

る
民
法

に
対
置

さ
れ
る
社
会
法

た
る
労
働
法
ヒ

の
独
自

の
制
度

と
し
て
、
或

い
は
民
法

の
過
失
責
任
主
義

と
は
異
な
る
特
別
立
法

に
基
く
無

過
失
責
任
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の
立
法

と
し
て
、

い
わ
ば
民
法
と

の

「
断
絶
」

の
上

に
捉

え
ら
れ
た

こ
と
の
理
論
的
反
映

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(
こ
の
点

に

つ
き
、
前
掲
吉

田
美
喜

夫

「
わ
が
国

に
お
け

る
労
災
補
償

の
発
展
」

=

一九
頁
は
、
「
戦
後
初
期

の
学
説

で

は
、
団
結
権

の
法

認
が
実

現
し
た

こ
と

か
ら
、
災
害
補
償

を
市
民
法

へ
の
批
判

・
修

正
の
上

に
成
立
す

る
労
働
法
上

の
問
題
と
捉
え
る
傾
向

が
強

か

っ
た
。
ま

た
、
災
害
補
償

を
災

害

の
て
ん
補
と

み
る
場
合
も
、
個
別
使
用

者

の
責
任

の
明
確
化
を
意
識
し

て
、
不
法
行
為
理
論

の
社
会
法
的
な
発
展
段
階

の
も

の
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
。
」

と
す

る
)
。
ま

た
労
災

に
お
け
る
使
用
者

の
民
事
責
任
を
追
求
す

る
訴

訟
が
行

わ
れ
に
く

か

っ
た

(過
失

の
立
証

の
困
難

の
他

に
、
使
用
者
を
相
手
取

っ
て
訴

訟
を
す

る
こ
と

の
困
難
、

一
般
的
権

利
意
識

の
問
題
等
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
時
効
規
範
と
安
全

配
慮
義
務

時
効
論

の
新

た
な
胎
動

」
神
奈

川
法
学
二
五
巻
二
号
三

六
以

下

・
一
九
八
九
年
参
照
)
等

の
実
践
的

問
題
に
も
起
因
す

る
も

の
と
思

わ
れ
る
。

(
8
)

こ
の
点

に

つ
い
て
の
近
時

の
論
稿

と
し
て
前
掲

西
村
、
宮
島

の
他

に
、
片
岡
舜

「
他

の
制
度

と

の
調
整
」
窪

田
隼
人
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

『労
働
災

害
補
償
法
論
』

二
八
三
頁
以
下

(法
律

文
化
社

・
一
九
八
五
年
)
、
村

田
輝
夫

「
損
害

賠
償

と
労
災
補
償

給
付

の
調

整
」
早
大
法

研
論
集
三

七
号

(
一
九

入
六
年
)
、
宮
川
博
史

㎜
労
災
保
険

と
民
事
賠
償

の
調
整
」
塩
崎
勤

編

『
現
代
民
事
裁
判

の
課
題

(
8
)
』
九
〇

七
頁
以
下

(新

日
本
法
規
出
版

.
皿
九
九

〇
年
)
、
水
野
勝

「
労
災
補
償
制
度
の
理
論
的
課
題
-

補
償
と
予
防
の
統

一
的
把
握
の
視
点
か
ら
ー
ー

・」
学
会
誌
労
働
法
七
九
号
五
頁
以
下

(
一
九
九

一
年
)
、

山
田
誠

一

「
『重
複
填
補
』
問
題

の
理
論
と
現
実

(
1
)

(
2
)
」
N
B
L
五
〇

八
、

五
〇

九
号

(
一
九
九
三
年
)
、
大
場
敏
彦

「
労
災
保
険
給
付

と
損
害
賠
償
」
法
学
志
林
九
〇
巻

二
号

二

九
九
三
年
)

等
。

な
お
後
掲

二
注

(
4
)

(5
)

(
7
)

(
8
)
も
参
照
。

(
9
)

な
お
労
災

の
原
因
が
、
労
働
過
程

で
用

い
ら
れ

た
器
具

・
施

設

の
欠

陥
や
、
そ

の
使
用
方
法

の
誤
用
等
に
あ
る
場
合

に
は
、
そ

の
よ
う
な
欠
陥
あ

る
製

造
品
を
提
供
し
た
り
、
十
分

な
用
法

の
説

明
を
尽
く
し

て

い
な
か

っ
た
製
造
者
や
販
売
者
等

の
責
任

(す

な
わ
ち
使
用
者
以
外

の
第

三
者

の
責
任
)
も
問

題
に
な

る
が
、
そ

の
こ
と
か
ら
直

ち
に
、

そ

の
よ
う
な
欠
陥
あ
る
製
品
を
労
働
過
程

で
使
わ

せ
或

い
は
十
分
な
安
全
教
育
等
を
し
て

い
な
か

っ
た
使
用
者

の
安
全
配
慮
義
務
違
反

(な

い
し
不

法
行
為
上

の
注
意
義

務
違
反
等
)

の
責
任

が
免
責

・
減
責

さ
れ

る
わ
け

で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
場

合

の
使

用
者

の
責

任
と
製
造
業
者
等
の
責
任
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

柵製
造
物
責
任
と
労
働
災
害
-

我
が
国
に
お
け
る
判
決
例

の
分
析
ー
ー
」
神
奈
川
法
学
二
七
巻

二

・
三
号

一
六
九
頁
以
下

(
一
九
九
二
年
)

で
若
干

の
検
討
を
行

っ
た
。

(10
)

前

掲
西
村

『損
害
賠
償

と
労
災

保
険
』
二

一
九
頁
。

(11
)

一
九
六
〇

年

の
労
災
保
険
法
改
正

に
お

い
て
は
、
じ
ん
肺
等

の
長
期

の
療
養

が
必
要
な
職
業
病

に
罹
患
し

た
者

へ
の
長
期
的
な
保
護

の
必
要
性

の
議
論

が
契
機

と
な
り
、
じ
ん
肺
法
等

の
特
別
法

の
成
立
と
同
時

に
、
労
災
保
険
法
自
体

に
お
け
る

一
部
年
金
化

の
導
入

が
は
か
ら
れ
、
ま

た
労
災

保
険
財
源
に

一
部
国
庫
負
担
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
改

正
の
経
緯

に

つ
い
て
は
、
前
掲
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部

『労
災
補
償
行

政
史
』
四

六
〇

頁
以
下
が
詳
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し

い
。

(
12
)

こ
の
よ
う
な
労
災
保
険
法

の
年
金
化
動
向

に

つ
き
、
桑
原
昌
宏

『
労
働

災
害

と
日
本

の
労
働
法
』

(法
律
文
化
社

・
一
九

七

一
年
)

}
六
八
頁
以
下
、

中
脇
晃

「
労
働
者

災
害
補
償

法
制

に
関
す

る

一
考
察
1
ー

戦
後

編

(
一
)

(二
)

(三
)
」
福
島

大
学
商
学

論
集
四
八
巻

四
号
、

四
九

巻
二
号
、
五
〇

巻
三

号

(
一
九
八
〇
ー

八
二
年
)
等
参
照
。
な

お
労
災
保
険

の
年
金
化
と
国
庫
負
担
導

入
、
適
用
事
業
所

の
拡
大
等
は
、
我

が
国

の
労
働
法
学
会

に

い
わ
ゆ
る

「
労
災
保

険

の
社
会
保
障
化
」
論
争
を
激
し
く
ま
き
起

こ
し
て

い
く

こ
と
に
な

る
。

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、
荒
木

誠
之

『
労
災
補

償
法

の
研
究
i

法

理

と
制
度

の
展
開
』

一
一四
三
頁

以
下
総
A
m
労
働
研
究
所

・
一
九
八

一
年
)
二
四
三
頁
以
下
、
高
藤

昭
、

西
村
健

一
郎

「
労
災
補
償

の
社
会
保
障
化
」
恒
藤
武

二
編

『
討
論
労
働

法
』

二
九

四
頁
以

下
、

三

=

頁

以
下

(世
界
思

想
社

・
一
九
七

入
年
)
、

山
田
耕

造

「
労
災
補

償
制
度

の
法

的
性
格
」

沼
田
稲
次

郎

時
本
多
淳
亮

"
片
岡
舜
編

『
シ

ン
ポ
ジ

ュ
ー

ム
労
働
者
保
護
法
』

一
九
六
頁
以
下

(青
林
書
院

・
一
九
八
四
年
)
等
参
照
。
実

は
こ
れ
ら

の
論
争

の
理

論
史
的
前
提
を
な
す

の
が
労
基

法
上

の
労
災
補
償
責
任

の
本
質
論

で
あ

っ
た

(前

注
7
参

照
)
。

(
13
>

改

正
後

の
現
行
労
災
保
険
法

六
四
条

は
次

の
よ
う

に
規
定
す
る
。

「第

一
項

労
働
者
又

は
そ

の
遺
族

が
障
害

補
償
年
金
若
し
く

は
遺
族
補
償

年
金
又

は
障
害
年
金

若
し
く

は
遺
族

年
金

(以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
年

金
給
付
」
と

い
う
。
)
を
受
け
る

べ
き
場
合

(当
該
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利

を
有
す

る

こ
と
と
な

っ
た
時

に
、
当
該
年
金
給
付

に
係
る
障
害
補
償
年
金

前

払

}
時
金
若
し
く

は
遺
族
補
償
年
金
前

払

一
時
金

(以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
前
払

一
時
金

給
付
」

と

い
う
。
)
を
請
求
す

る

こ
と
が

で
き

る
場
合

に

限
る
。
)

で
あ

っ
て
、
同

一
の
事
由

に

つ
い
て
、
当
該
労
働
者
を
使

用
し

て

い
る
事
業
主

又
は
使
用

し
て

い
た
事
業
主

か
ら
民
法

そ

の
他

の
法
律

に
よ

る

損
害
賠
償

(以
下
単

に

「
損
害
賠
償
」

と

い
い
、
当
該
年
金
給
付

に
よ

っ
て
て
ん
補

さ
れ
る
損
害
を

て

ん
補
す

る
部

分

に
限
る
。
)
を
受

け
る

こ
と
が
で

き

る
と
き
は
、
当
該
損
害
賠
償

に

つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
次

に
定
め
る
と

こ
ろ

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

一

事
業
主

は
、
当
該

労
働
者

又
は
そ

の
遺
族

の
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利

が
消
滅
す

る
ま

で
の
間
、
そ

の
損
害

の
発
生
時

か
ら
当
該
年
金
給
付

に
係

る
前
払

一
時
金

給
付
を
受
け

る
べ
き
時
ま

で
の
法
定

利
率

に
よ
り
計
算

さ
れ

る
額
を
合
算
し

た
場
合

に
お
け
る
当
該
合
算
し

た
額

が
当
該
前

払

一
時
金
給

付

の
最
高
限
度
額

に
相
当
す

る
額

と
な
る

べ
き
額

(次
号

の
規
定

に
よ
り
損
害
賠
償

の
責

め
を
免

れ
た
と
き
は
、

そ
の
免
れ
た
額

を
控
除
し
た
額
)

の
限

度

で
、
そ

の
損
害
賠
償

の
履

行
を
し
な

い
こ
と
が

で
き
る
。

二

前
号

の
規
定

に
よ
り
損
害
賠
償

の
履
行

が
猶

予
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お

い
て
、
年
金
給
付

又
は
前

払

一
時
金
給
付

の
支
給

が
行

わ
れ

た
と
き
は
、

事
業
主

は
、
そ

の
損
害

の
発
生
時

か
ら
当
該
支
給

が
行

わ
れ
た
時
ま

で
の
法
定
利
率

に
よ

り
計
算
さ

れ
る
額
を
合
算
し
た
場
合

に
お
け

る
当
該
合
算

し
た

額

が
当
該
年
金
給
付
又
は
前

払

一
時
金
給
付

の
額
と
な

る
べ
き
額

の
限
度

で
、

そ

の
損
害
賠
償

の
責

め
を
免
れ
る
。
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第

二
項

労
働
者
又

は
そ

の
遺

族

が
、
当

該
労
働
者
を
使
用
し

て

い
る
事
業
主

又
は
使

用
し
て

い
た
事
業
主

か
ら
損
害
賠
償
を
受
け

る
こ
と
が

で
き
る

場
合

で
あ

っ
て
、
保
険
給
付
を
受
け

る
べ
き
と
き
に
、
同

一
の
事
由

に

つ
い
て
、
損
害
賠
償

(当
該
保
険
給
付

に
よ

っ
て
て
ん
補
さ
れ
る
損
害
を

て
ん
補

す

る
部
分
に
限
る
。
)
を
受
け
た
と
き
は
、

政
府

は
、
労
働
者
災

害
補
償
保

険
審
議
会

の
議

を
経

て
労
働

大
臣

が
定

め
る
基
準

に
よ
り
、
そ

の
価

額

の
限

度

で
、
保
険
給
付
を

し
な

い
こ
と
が
で
き

る
。

た
だ
し
、
前

項
に
規
定
す

る
年
金
給
付
を
受
け
る

べ
き
場
A
口
に
お

い
て
、
次

に
掲
げ
る
保
険
給
付

に

つ
い

て
は
、

こ
の
限
り
で
な

い
。

一

年
金
給
付

(労
働
者

又
は
そ

の
遺
族

に
対
し

て
、
各

月
に
支
給

さ
れ
る
べ
き
額

の
合
計
額

が
労
働
省
令

で
定

め
る
算
定
方
法
に
従

い
当
該
年
金
給

付
に
係

る
前
払

一
時

金
給
付

の
最
高

限
度
額

(当
該
前
払

一
時
金
給
付

の
支
給
を
受
け

た
こ
と
が
あ

る
者

に
あ

っ
て
は
、
当
該
支
給
を
受
け

た
額
を
控
除

し
た
額

と
す
る
。
)

に
相
当
す

る
額

に
達
す

る
ま

で
の
間
に

つ
い
て

の
年
金
給
付

に
限
る
。
)

二

障
害
補
償
年
金
差
額

一
時
金

及
び
第
十
六
条

の
六
第

一
項
第

二
号

の
場
合
に
支
給

さ
れ
る
遺
族
補
償

一
時
金
並

び
に
障
害
年
金
差

額

一
時
金

及
び

第
二
十
二

の
四
第
三
項

に
お

い
て
読

み
替
え
て
準
用
す

る
第
十
六
条

の
六
第

一
項
第
二
号

の
場
合

に
支
給

さ
れ
る
遺
族

一
時
金

三

前
払

一
時
金
給
付
」

な
お
、

一
九
八
〇
年

の
法
改

正
の
経
緯
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
点

に

つ
い
て
は
前
掲
宮
島

『
労
災

給
付
論
』
第

]
五
章
参

照
。

(14
)

拙
稿

「車

の
両
輪

民
賠
と
労
災
保
険
」
労
災

補
償
制
度

問
題

研
究
会
編

『
労
災

が
あ

ぶ
な

い

わ
た
し

た
ち

の
提
言
』

二
三
〇
頁
以
下

(
一
九

九
〇
年
)
、
同

[
労
災
保
険
と
損
害
賠
償

の
完
全
併
存

の
実
現

『
重
複
控
除
』
論
を
超

え

て

」
季
刊
労
働
法

一
五
八
号
四
九
頁

以
下

(
一
九
九

一
年
)
、

同

「
使

用
者

の
損
害
賠
償
債
務

の
履

行
と
労
災
保
険
法

に
基

づ
く
保
険
給
付
請
求
権

の
代
位
取
得
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
別
冊

『
社
会
保
障
法

判
例
百

選

・
第

二
版
』

一
五
〇

頁

(
一
九
九

一
年
)
。
な

お
労
災
保
険

の
問
題

で
は
な

い
が
、
搭
乗
者

傷
害
保
険
条

項

に
基

づ
く

死
亡
保

険
金

の
損
害
賠
償

額
か

ら

の
控
除
を
否
定
し

た
最
判
平
七

・
一
・
三
〇

の
判
例
評
釈

で
も
、
完
全
併
存
論

の
基
本
的
視
点
を
主
張
し
た

(拙
稿

.
法
学
教
室

一
九
九
五
年
七
月
口万

八
六
頁
)
。

二

労
災
保
険
金
と
損
害
賠
償
の
損
益
相
殺
の
可
否

(438)

(
1

)

こ
こ
で
は
労
災

に

つ
い
て
使

用
者

が
負
う

べ
き
損
害
賠
償
か
ら

の
労
災
保
険
金

の
控
除

の
問
題
を
論
ず

る
。
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(
一
)

判

例

1

第
三
者
行
為
災
害

後
記

最
高
裁
判
決
以
前

の
下
級
審
判
決

の
多
数

は
将
来

分
は
非
控
除

と
す

る
非
控
除
説
に
た
ち
、
そ

の
論
拠

と

し

て
は
、
将
来

の
年
金
給
付

の
不

確
定

性

(福
岡
高
判
昭
四
六

・
六

・
二

一
判
時
六
五
三
号

=

一
頁
)
、
将
来

の
給
付

の
控

除

が
被
災
者

に

分
割
弁
済

の
不
利

益
を
強

い
る

こ
と
に
な

り
、
加
害
者

に
対
す

る
恩
典
化

に

つ
な

が
る

こ
と

(東
京
地
判
昭
四
九

・
二

・
一
四
交
民
集
七
巻

一
号

}
八
四
頁
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て

い
る
。
ま

た
少
数
な

が
ら
存
在
す
る
控
除
説

の
根
拠

と
し
て
は
、

「
衡
平

の
原
則
」

(札
幌
高
判
昭
四

(
2

)

六

.
一
.
一
八
判
時
六
二
四
号
四
四
頁
)
や

「
公
平

の
理
念
」

が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
中

で
最
高
裁

は
次

の
よ
う

に
労
災
保

険
金

の
既
受
領
分
控

除
、
将
来

分
非
控

除
説
を
採

用
し
た

(最
高
裁
昭
和
五
二
年
五

月
二
七
日
民
集
三

一
巻
三
号
四
二
七
頁
)
。

「
厚
生
年
金
法

四
〇
条
及

び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

(昭
和
四
八
年
法
律
第
八
五
号
に
よ
る
改
正
前

の
も

の
)
二
〇
条

は
、
事

故

が
第
三

者

の
行
為

に
よ

っ
て
生
じ

た
場
合

に
お

い
て
、
受
給
権
者

に
対
し
、
政
府
が
先

に
保
険
給
付
又
は
災
害
補
償
を
し
た

と
き
は
、
受
給
権
者

の
第

三
者

に
対
す

る
損
害
賠
償
請
求
権

は
そ

の
価
額

の
限
度

で
当
然
国

に
移
転
し
、

こ
れ
に
反

し
て
第
三
者

が
先
に
損

害

の
賠
償
を
し

た

と
き
は
、
政
府

は
そ

の
価
額

の
限
度

で
保
険
給
付
を

し
な

い
こ
と
が

で
き
、

又
は
災
害
補
償

の
義
務
を
免
れ
る
も

の
と
定

め
、
受
給
権
者

に
対
す
る
第
三
者

の
損
害
賠
償
義
務

と
政
府

の
保
険
給
付

又
は
災
害
補
償

の
義
務

と
が
、
相
互
補
完

の
関
係

に
あ

り
、
同

一
事
由

に
よ
る

損
害

の
二
重
填
補
を
認
め
る
も

の
で
は
な

い
趣
旨
を

明
ら
か
に
し

て

い
る
。

そ
し
て
、
右

の
よ
う

に
政
府

が
保
険
給
付

又
は
災
害
補
償
を
し

た
こ
と
に
よ

っ
て
、
受
給
権
者

の
第

三
者

に
損
害
賠
償
請
求
権

が
国

に

移
転

し
、
受
給
権
者

が

こ
れ
を
失
う

の
は
、
政
府
が
現
実

に
保

険
金
を
給
付

し

て
損

害
を
填
補

し
た
と
き

に
限
ら
れ
、

い
ま
だ
現
実

の
給

付

が
な

い
以
上
、

た
と
え
将
来

に
わ

た
り
継
続
し
て
給
付

さ
れ
る

こ
と
が
確
定

し
て

い
て
も
、
受
給
権
者

は
第
三
者

に
対
し
損
害
賠
償

の
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請
求

を
す

る
に
あ

た
り
、

こ
の
よ
う
な
将
来

の
給
付
額

を
損
害
額

か
ら
控
除
す

る

こ
と
を
要

し
な

い
と
解
す

る

の
が
、
相

当

で
あ

る
。
」

(傍
点
引
用
者
。
以
下
同
様
)
。

2

使
用
者
行
為
災
害

後
記
最
高
裁
判
決
以
前

の
下
級
審
判
決

は
非
控
除
説

と
控
除
説

に
立

つ
も

の
と
が
対

立
し

て
お
り
、
非
控

除
説

の
論

拠
と
し

て
は
、
被
害
者
保
護

の
精
神

(名
古
屋
地
判
昭
四
五

・
三

・
三
〇
交
民
集
三
巻
二
号
五
〇
四
頁
)
、
労
災
補
償

と
損

害
賠
償

の
法

的
性
質

の
相
違

(福
島
地
裁
会
津
支
判
昭
四
入

・
九

・
一
交
民
集
六
巻
五
号

一
五

=

頁
)
、
将
来

の
年
金

給
付

の
不
確
定

.
不
安
定

(福
島
地

裁
若
松
支
判
昭
四
八

・
九

二

三
交
民
集
六
巻
五
号

一
五

=

頁
)
等

が
挙
げ
ら

れ
、
控
除
説

の
論
拠

と
し

て
は
、

労
基
法
八
四
条

二
項

の
類

推
適

用

(高
松
地
裁
丸
亀
支
判
昭
四
五

・
二

・
二
七
交
民
集
三
巻

一
号
三
三
三
頁
)
、
労
災
保
険

の
責
任
保

険
的
性

格

(名
古
屋
高
判
昭
五
二

.

一
二
一=

判
時
八
五
七
号
七
五
頁
)
、
遺
族
補

償

と
被
災
者

の
逸
失
利
益

と

の
実
質
的
な

同
質
性

(東
京
高
判
昭
五
二

.
五

.
三

一
判
時
八
六

(
3

)

二
号
三
三
頁
)
、
衡
平

の
原
則

(東
京
地
判
昭
四
八

・
九

・
一
四
判
時
七
二
五
号
六
五
頁
)
等

が
挙
げ

ら
れ
て

い
た
。

さ

て
こ
の
よ
う
な
中

で
最

高
裁

は
使

用
者

行
為
災

害

に

つ
い
て
も
将
来

分
非

控
除
説

を
貫
く

こ
と

に
な

っ
た

(最
判
昭
和
五
二
年

一
〇

月
二
五
日
民
集
三

一
巻
六
号
八
三
六
頁
)
。

「労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
基

づ
く
保
険
給
付

の
実
質
は
、
使

用
者

の
労
働
基
準
法
上

の
災
害
補
償
義
務

を
政
府

が
保

険
給
付

の
形

式

で
行
う
も

の
で
あ

っ
て
、
厚
生
年
金
保
険
法

に
基
づ
く
保

険
給
付

と
同
様
、
受
給
権
者

に
対
す
る
損
害

の
損
補

の
性
質
を
も
有
す

る
か

ら
、
事

故
が
使
用
者

の
行
為

に
よ

っ
て
生
じ
た
場
合

に
お

い
て
、
受
給
権
者

に
対

し
、
政
府

が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
基
づ
く
保

険

給
付

を
し
た
と
き

は
労
働
基
準
法
八
四
条

二
項

の
規
定
を
類
推
適
用
し
、

ま
た
、

政
府

が
厚
生
年
金
保
険
法

に
基

づ
く
保
険
給
付

を
し
た

と
き

は
衡
平

の
理
念

に
照
ら
し
、
使
用
者

は
、
同

一
の
事
由

に

つ
い
て
は
、

そ

の
価
額

の
限
度

に
お

い
て
民
法

に
よ
る
損
害
賠
償

の
責
を

免
れ

る
と
解
す

る

の
が
、
相
当

で
あ

る
。
そ
し

て
、
右

の
よ
う

に
政
府

が
保

険
給
付
を
し
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
受
給
権
者

の
使
用
者

に
対

す

る
損
害
賠
償
請

求
権

が
失

わ
れ
る

の
は
、
右
保
険
給
付

が
損
害

の
墳
補

の
性
質
を
も
有

す
る
以
上
、
政
府

が
現
実

に
保
険
金
を
給
付
し



て
損
害
を
愼
補
し

た
と
き
に
限
ら
れ
、

い
ま

だ
現
実

の
給
付

が
な

い
以
上
、

た
と
え
将
来
に
わ
た
り
継
続
し

て
給
付

さ
れ
る

こ
と
が
確
定

鋤

・

・

…

.

.

.

.

.

.

・

.

.

.

.

・

.

・

・

.

.

・

.

.

但

し

て

い
て
も
、
受
給
権
者

は
使
用
者

に
対

し
損
害
賠
償

の
請
求
を
す

る
に
あ

た
り
、

こ
の
よ
う
な
将
来

の
給
付
額
を
損
害
賠
償
債
権
額
か

ら
控
除
す

る

こ
と
を
要
し
な

い
と
解
す

る

の
が
、
相
当

で
あ

る
。
」
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(
二
)

学

説

1

調
整
論

労
災
保

険
と
損
害
賠
償

と

の
調
整
を
認

め
る
立
場

で
あ

り
、

こ
の
う

ち
、
最
判

の
よ
う

に
同

一
事
由

の
既
受
領
分

に

つ
い

て

の
み
控
除
を
認
め
る
立
場

(
一
部
調
整
論
)
と
将
来

分

に

つ
い
て
も
控
除
を
認

め
る
立
場

(完
全
調
整
論
)
と
が
あ

る
。

(
1
)

第

三
者
行

為
災
害

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
か

つ
て
学
説

は
判
例

と
同
じ
く
将
来
分
非

控
除
説

に
立

つ
も

の
が
殆
ど

で
あ

る
と

さ

れ
、
そ

の
理
由

と
し

て
は
、
第
三
者

は

い
ず
れ

に
せ
よ
被
害
者

か
政
府

に
損
害
賠
償
を
支
払
う

の
だ
か
ら
、
被
災
者

へ
の
損
害
賠
償
を

命
じ
ら
れ
て
も
格
別

の
不
利
益

は
な

い
こ
と
、
被
災
者
保
護

を
目
的

と
し

た
労
災

保
険
法

の
精
神
、
控

除
を
認

め
る
と
被
災
者

に
分
割
弁

(
4

)

済

の
不
利
益

が
生
ず

る

こ
と
等

が
あ
げ
ら
れ

て

い
る
。

し

か
し
、
近
時

は
被
災
者

の
二
重
取
り
防
止
と
使

用
者

と
被
災
労
働
者

の
利
害

の
公
平
な
調

整
と

い
う
観
点

か
ら
控
除
説
を
支
持
す

る

(
5

)

見
解

も
提

唱

さ

れ

て

い
る
。

(
6

)

(
2
)

使
用
者
行
為
災
害

学

説
は
将
来

分
非
控
除

説
と
控

除
説

と

に
別
れ

て

い
る
。
非
控

除
説

の

論

拠
と
し

て
挙
げ

ら
れ

て

い
る

の
は
、
労
災
保
険
法

の
被
災
者
保
護

の
精
神
、
労
災
保

険

と
損
害

賠
償

の
法
的
性
質

の
相
違
、
特

に
権

利
発
生
原
因

(労
災
保
険
は
業
務

上
災
害

・
疾
病
に
つ
い
て
加
害
者

の
故
意

・
過
失
に
か
か
わ
り
な
く
支
給
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
は
加
害
者

の
故
意

・
過
失
に
基
づ
く
)
、

権
利
主
体

の
相
違

(労
災
保
険

の
場
合
は
被
災
者
及
び
法
定
さ
れ
た
順
位
に
基
づ
く
遺
族

で
あ
る
が
、
損
害
賠
償

の
場
合
は
被
災
者
及
び
相
続
人
)

(
7

)

が
あ

る
こ
と
、
将
来

の
年
金
給
付

の
不
確
定
性
、
被
災
者

に
お
け

る
分
割

弁
済

の
不
利

益

の
発
生
等

で
あ

る
。
ま
た
、
控

除
説

の
論
拠
と
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し
て
は
、
労
災
年
金

に
よ
り
受

け
る
利
益

と
賠
償

の
対
象

と
な

る
逸
失
利

益

の
実
質
的
同

一
性
、
非
控
除
だ
と
事
業
主

に
労
災
保
険
料

と

賠
償
額

の
二
重

の
負
担

が
生

じ
労
災
保
険

の
保
険

メ
リ

ッ
ト

が
失
わ
れ
る

こ
と
、
既
受
領
分

だ
け
控
除
さ
れ
る
と
事
業
主

は
労
災
民
事
訴

(
8

)

訟
を
遅
延

さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
自
ら

の
負
担
を
軽
減

さ
せ
ら
れ

る
等

の
理
由

が
挙
げ
ら

れ
て

い
る
。

(
9

)

こ
の
よ
う
な
調
整
論
者

の
中

に
は
立
法
論

と
し

て
も
労
災
保
険
と
損

害
賠
償

の
完
全
調
整
を
実
現
す

べ
き
と
説
く
者

が
あ
り
、

こ
れ

は

(
10

)

労
働

大
臣

の
私
的
諮
問
機
関

で
あ
る
労
働
基
準
法
研
究
会

が

一
九
八
八
年
八
月

五
日
に
提
出
し

た
中
間
報
告

に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
。

2

調
整
否
定
論

両
制
度

の
異
質
性
か
ら
調
整
を
否
定
す

る
説

で
あ

る
。

既

に
有
泉
亨
教
授

は

一
九
七
〇

年

の
段
階

で
、
労
災
保
険

は
今

日
業
務

上
災
害

に

つ
い
て
労
働
者

に
生

じ
た
損
害
を
直
接

に
保
険
す

る

「
損
害
保
険

に
近

い
も

の
」

と
な

っ
て
お
り
、
ま
た

「
保
険
料

は
労
働
者

を
使

用
す

る
た

め
の

コ
ス
ト
と
し

て
は
賃
金

と
性
質
を
異

に
し

な

い
」
か
ら
、
保
険
給
付

と
損
害
賠
償
は
必
ず

し
も
調
整
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
も

の
で
は
な
く
、

「特

に
民
法

に
よ
る
遺
族

の
損
害
賠

償
請
求
権

と
労
災
保
険

に
よ
る
給
付

と
の
間

に
大
き
な
食

い
違

い
が
認
め
ら
れ
る
遺
族
補
償
給
付

に

つ
い
て
は
そ
の
調
整
を
断
念
し

て
も

(
11

)

よ

い
の
で
は
あ

る
ま

い
か
」
と
指
摘

し

て

い
た
。

ま

た
、
岡
村
親
宜
弁
護
士

は
、
使
用
者

の
労
災
補
償
義
務

と
損
害
賠
償
と

の
調
整
を
規
定
し

た
労
基
法

八
四
条

二
項

の
立
法
趣
旨

は
、

燗
被
災
者

の
二
重

の
利
益
排

除
で
は
な
く
、
衡
平

の
原
則
上
労
災
職
業

病
と

い
う

同

一
事
由

に
よ

る
使
用
者

の
二
重

の
不
利
益

防
止

に
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
労
災
保
険
給
付
金

の
場
合
、
使

用
者

に
二
重
不
利

益
が
発
生

し
な

い
か
ら
、
使
用
者
災
害

の
場
合

の
既
受
領
分
労
災

(
12

)

保
険
給
付
金

の
損

益
相
殺

は
許
さ
れ
な

い
」

と
す

る
。

更

に
、
桑

原
昌
宏
教
授
も
、
我

が
国

で
は

「
労
働
者

の
生
命

と
健
康

の
価
値

と
尊
厳
」

が
強
く
保
護
さ
れ
る
要
請

が
あ
り
、
二
重
填
補

も
許
さ
れ
る
と
し
、

こ
の
見
地

か
ら

「
部
分
的

で
あ

れ
、
調
整

で
き

る
と
す

る
現
行
法

お
よ

び
最
高
裁
判
例
も
再
検
討
す
る

の
も

ひ
と

つ

(
13

)

の
考

え

方

で
あ

る
」

と

し

て
、

調

整

否

定
論

を

示
唆

し

て

い
る
。
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水

野
勝
教

授
は
、

「
労
災
保

険
は
、

い
わ
ば
労
基
法

の
責

任
保
険
的
機
能

を
担
う
も

の
」
だ
が
、

そ

の

「
機
能

的
重
複

は
そ

こ
ま

で
が

限
度

で
あ
る
」

と
し
、
労
災
保
険
と
損
害
賠
償

は

「
性
格
を
異

に
す

る
」

か
ら

「
本
来

は
、
併
給

が
認

め
ら
れ
る
筋
合

の
も

の
で
あ

る
」

(14

)

と
す

る
。

そ

の
際
、
使
用
者
側

の
保

険
メ
リ

ッ
ト

・
二
重
負
担
論

に

つ
い
て
は
、
使

用
者

が
拠
出
す

る
労
災
保

険
料

は

「
企
業
間
競
争

の

も

と

で
も
経
営
上
必
要
な

コ
ス
ト
と
し
て
処
理

さ
れ
、
最
終
的

に
は
商
品
価
格

に
上
乗

せ
さ
れ
て

一
般
消
費
者

に
転
化
さ
れ
る
性
質
」

の

も

の
で
あ
り
、
損
害
賠
償
と

は

「
実
質
上

の
負
担
者

を
異

に
す

る
」

と
し
、

「
以
上

の
よ
う

な
両
者

の
差
異
を

看
過
し

て
二
重
負
担

・
保

険

メ
リ

ッ
ト

の
剥
脱

の
回
避

と
い
う
観
点

か
ら
完
全
調
整
を
説
く

こ
と

は
、
保
険

メ
リ

ッ
ト

の
過
大
重
視

で
あ

り
、
労
災
予
防

の
イ

ン
セ

(
15

)

ン
テ

ィ
ブ
と

い
う
視
点

か
ら

み
て
も
支
持

で
き
な

い
」

と
す

る
。

そ
し

て
宮
島

尚
史
教
授

は
、
労
災

に
お
け

る
損

害
賠
償

が

「
原
状

の
回
復

」
を
理
念

と
す

べ
き

こ
と
、
他
方

で
労
災
保

険
が

「
『
原
状

回
復
』

に
と

ど
ま
ら
ず

そ
れ
を

こ
え

て
そ

の
文
字
通
り

の
人
間
中

心

の
生
活

へ
の
全
面
保
障
」

の
実
現
を
図
る

べ
き
と

い
う

「
二

つ
の
柱

(16

)

の
発
想
を
あ
ら
た
め
て
確

立
す

る
こ
と
」

の
重
要
性
を
指
摘

し
、

立
法
論

と
し

て
は
、
両
制
度

の
調
整
を
否
定
し
、
労
災
保
険

と
損
害
賠

(
17

)

償
と

の
重
複

控
除
を
認

め
る

こ
と
を

「
論
外

」
と
し
、
ま
た
、
解
釈
論

と
し

て
は
、
最
高

裁

が
将
来

分
を
非
控
除

と
し
て

い
る
の
は

「
当

(
18

V

然

」

と

す

る

。

(
19

)

ま
た
民
法
学

に
お

い
て
も
、

石
田
喜
久
夫
教

授

が
前

掲

の
有
泉
説
を
支
持
し

て

い
る
他
、

四
宮
和

夫
教
授

は
、
労
災
保
険
給
付

と
損
害

賠
償

と

の
調
整

に

つ
き
新

た
な
規
定
を
設
け

た
前

掲
労
災
保
険
法

六
四
条

に

つ
き
、
「
こ
の
規
制

は
、
I

I
被
害
者

の
二
重

利
得
、

(保
険

料
を
負
担
す
る
)
使
用
者

の
二
重
負

担

の
防
止
、

に
主

眼
が
置
か
れ

て
お
り
-ー
1
労
災
保
険
給
付

の
社
会
保
障

的
性
格

に
対
す

る
十

分
な

(
20

)

配
慮

を
欠
く

の
で
は
な

い
か
」
と
し
て
、

こ
れ
を
批

判
し
、
近
時
平
井
宜
雄
教
授
も

こ
れ
を
受
け

て
、
労
災
保
険
給
付
は

「
社
会
保
障
的

(
21

)

色

彩

」

を

も

ち

、

「
控

除

に

つ
い
て
消

極

的

に
解

す

る

べ
き

で
あ

る
」

と

し

て

い
る
。
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(三
)

私

見

筆
者

は
こ
れ
ま

で
、
損
害
賠
償

と
労
災
保
険
給
付

が
併
存
し

た
か
ら
と
言

っ
て
、
被
災
者

に

「
不
当
な
二
重
利
得
」
や

「
不
当
な
二
重

負
担
」

が
生
じ

て

い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
被
災
者

の
完

全
な
生
活
保
障

と
被
害

の
完
全
回
復

に

一
歩

で
も
近
付
く

た
め
に
は
、
保

(
22

)

険

と
賠
償

の
完
全
併

存

こ
そ
が
実
現
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
こ
と
を
強
調
し

て
き

た
。
損
害
賠
償

の
制
度
理
念

で
あ
る
生
じ

た
被
害

の
原
状

回
復

と

の
関
連

で
言
え
ば
、
逸
失
利
益

の
賠
償

や
慰
謝
料

と

い
う
名
目

で
損
害
賠

償

の
札
束

が
幾
ら
積

み
上
げ
ら
れ
て
も
、
失
わ
れ
た
生

命

・
身
体

・
健
康

は
元

に
戻
ら
な

い
の
で
あ

る
。
ま

た
労
災

保
険
制
度

の
理
念

で
あ
る
被
災
者

の
生
活
保
障

に

つ
い
て
も
、
保

険
金

が
幾

ら
支
給

さ
れ

て
も
将
来

の
生
活

に
即
し

た
完
全
な
保
障

が
満
足

さ
れ
る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
賠
償
金
と
労
災
保
険
金

の
併
存
が
何

か
被
災
者

に
と

っ
て
本
来
得
る

べ
き
で
な

い
不
当
な
利
得

が
生
じ

て

い
る
か

の
よ
う

に
観
念
す

る
の
は
、
金
銭

の
支
給
を
も

っ
て
本
来

は

な
し
得
な

い
原
状
回
復
や
生
活
保
障

が
あ

た
か
も
完
全

に
実
現

さ
れ

て

い
る
か

の
よ
う

に
思

い
込

む
ま
さ

に
金
銭
賠
償
、
金

銭
給
付

の
物

神
化

に
他
な
ら
な

い
。

ま
た
使
用
者

の
二
重
負
担

に

つ
い
て
言
え
ば
、
前
掲

の
有
泉
、
水
野
両
教
授

が
指
摘
す

る
よ
う

に
、
労
災
保

険
料

は
使
用
者

が
経
営

に

伴

い
当
然
負
担
す

べ
き

コ
ス
ト
し
て
計
算

可
能

な

こ
と

の
他
、
使
用
者
行
為
災
害

に
お

い
て
は
そ
も
そ
も
使
用
者

が
安
全
配
慮
義

務
を
尽

(23

)

く
し

て
い
れ
ば
労
災

は
生

ぜ
ず

損
害
賠
償
責

任
と

い
う
負
担
を
負
う

こ
と
も
な

い
こ
と
、
使

用
者

は
労
災

に
あ
う
危
険

の
中

で
労
働
者

に

労
働
さ
せ
、

そ
の
労
働

に
よ

っ
て
自
ら
利

益
を
得

て

い
る

の
だ
か
ら
、
そ

の
中

か
ら
労
災
保
険
料
を
出
資
す
る

の
は
当
然

の
こ
と
を
忘

れ

(
24

)

て
は
な
ら
な

い
。

更

に
、

二
重
負
担
論

と

の
係
わ
り

で
完

全
調
整
論
者

は
労
災
保
険

に

つ
い
て
使

用
者

が
保
険
料
を
負
担
す
る
根
拠
を
、
労
災

保
険

の
給

(25

)

付

に
よ

っ
て
使
用
者

が
責
任
を
免
れ
る
点

に
求
め
、

こ
れ
を
保
険

メ
リ

ッ
ト

(保
険
利
益
)
と
捉

え
て

い
る
。
確

か

に
八

〇
年

の
法
改

正

以
前

で
あ

っ
て
も
資

力

の
な

い
使
用
者

が
損
害
賠
償
義
務
を
履
行
し
な

い
場
合

に
も
被
災
者

に
は
労
災
保
険
が
支
給

さ
れ

た
が
、

こ
れ
は
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果

た
し

て
使
用
者

の
損
害
賠
償
責
任
を
免
責

し
た
り
減
責

し
た
り
す
る

こ
と
を
目
的

と
し
た
制
度
な

の
だ
ろ
う

か
。

む
し
ろ
被
災
者

に
対

す

る

「
迅
速
か

つ
公
正
な
保
護
」

と

「
労
働
者

の
福
祉

の
増
進
」
を
制
度

理
念
と
す

る
労
災
保
険
法

に
お

い
て
は
、
労
災
保

険

の
責
任
保

険
的
な
性
格

も
第

一
に
被
災
者

の
生
活
保
障

に
あ

る

の
で
あ

っ
て
、
賠
償
資

力

の
担
保

は
二
次
的
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、
資
力

の
な

い
使
用

者

が
損
害
賠
償
責
任
を
結
果
と
し

て
果
た
さ
な

い
こ
と
が
あ

る
と
し

て
も

、
そ
れ
は

い
わ
ば
反
射

的
結
果
と
解
す

べ
き

で
は
な

い
か
。

つ

ま
り
労
災
保

険
は
本
来
、
賠
償
金

を
支
払
う
代

わ
り
に
保
険
金
を
支
払
え
ぱ
足
り
る
と

い
う
制
度

で
は
な
し

に
、
使
用
者
は
保

険
料
も
賠

償
金

も
双
方
支
払
う

べ
き

で
あ

り
、
仮

に
使

用
者
側

に
資
力

が
な
く
賠
償
金

が
支
払

え
な
く

て
も
、
少
な
く
と
も
労
災

保
険
給
付

は
被
災

者

の
生
活
保
障

と
し

て
保
障

さ
れ
る
点

に
制
度

の
意
義

が
あ
る
と
捉

え
る

べ
き
で
は
な

い
か
。

こ
の
よ
う

に
労
災
保
険

の
責
任
保
険
的
性

格

は
必
ず
し
も

「
完
全
調

整
論
」

の
論
拠

に
直
結
す

る

の
で
は
な
く
、

む
し

ろ

「
完
全
併
存
論
」

の
論
拠

と
し

て
位
置
付
け
る

こ
と
が
で

(
26

)

き
る

の
で
あ

る
。
八
〇
年

の
労
災
保
険
法
改

正
に
お
け

る

「
調
整
」
規
定

の
導
入

は

こ
の
よ
う

な
労
災
保

険

の
被
災
者
保
護

の
た
め

の
特

殊
な
責
任
保
険
的
性
格
を
、
使
用
者

の
減
責
機
能

を
も

た
ら
せ
る
方
向

で
歪
曲
し

た
も

の
と
し

て
批
判
さ
る

べ
き

で
あ

る
。

な

お
以
上

の
よ
う

な

「
完
全
併

存
論
」

に
た

っ
た
場
合
、
第
三
者
行
為
災
害

の
場
合
も
、
第

三
者

は
損
害
賠
償
責
任

に

つ
い
て
究
極

の

責
任
者

で
は
あ

る
が
、
そ
れ
が
労
災

で
あ

る
以
上
、
労
災

保
険
が
支
給
さ
れ

て
当
然

で
あ
り
、
使
用
者
行
為
災
害

の
場
合
と
同
様
本
来
控

(
27

)

除

を

否

定

す

べ
き

こ
と

に
な

ろ

う

。

(
四
)

私

見

へ
の
批

判

と

反
論

さ

て
、

こ

の
よ
う

な
私

見

に

つ

い
て

は
、

次

の
よ

う

な
疑

問

や
批

判

が
あ

る
。

娚

第

語

)こ
の
轟

に
た
っ
た
場
A
駄

冗

八
〇
年
の
法
改
正
に
よ
る
調
整
製

の
存
在
を
ζ

つ
と
ら
え
る
か
が
賭

と
な
る
と
い
う

も

の
で
あ

る
。
完
全
併
存

の
実
現
を
理
念
と
す
る
筆
者

の
見
解

か
ら
言
え
ば
、
前

述

の
よ
う

な
両
者

の
調

整
規
定
を
導

入
し
た
八
〇
年

の
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法
改
正

は
当

然
批
判

の
対
象

と
な

る
。
そ
も
そ
も
完
全
併
存
論

は
、
入
○
年

の
法
改
正
を
超
え
て
更

に
法
改

正
に
よ
り
完
全
調
整
を
す

べ

(
29

)

し
と

の
労
基
研

「
中
間
報
告
」

に
見

ら
れ

る
よ
う
な
考
え
方

に
対
す

る
ア

ン
チ

テ
!

ゼ
た
る
立
法
論

と
し

て
展
開
し
た
も

の
で
あ

る
。
現

行
法

の
解

釈
論
と
し
て
は
、
完
全
併
存

の
理
念

か
ら
し
て
調
整

の
範
囲
を
明
文

で
認
め
ら
れ
た
場
合
以
外

に
は
拡
大
し
な

い
と

い
う
厳
格

(
30

)

な
限
定
解
釈
を
す

る
こ
と
に
な

る
。

第
二

に
、
現
状

の
不
十
分
な
損
害
賠
償
額
と
労
災
保

険
額
を
前
提

に
し

た
場
合

に
、

む
や
み
に
両
者
を
調
整
す
る

こ
と
に
は
否
定

的
だ

が
、

だ
か
ら

と

い

っ
て

一
般

に
生

命

・
健
康

侵
害

の
場
合

の
損
害
賠
償

額

が

「
青
天
井
」

で
よ

い
の
か
は
疑

問

で
あ

る
と

い
う

批
判

で

(
31

)

あ

る
。

筆
者

の
趣

旨

は
積

極

的

に

「
青

天
井

」

の
賠
償

額

を

認

め

る

べ
き

だ

と
言

っ
て

い
る

の
で

は
な

い

(青

天
井

と

い
う
言
葉
が
無
制
限

な
と

い
う
意
味
で
あ

る
と
す
れ

ば
、
「
無
制
限
な
賠
償
額
」
を
命
ず

る
こ
と
は
そ
も
そ
も
観
念

で
き
な

い
で
あ

ろ
う
)
。

生

命

・
健

康

・
身

体

と

い

っ
た
本

来
金

銭

に

は
換

算

で
き

な

い
も

の

に
対
す

る
損

害

で
あ

っ
て
も

、
金

銭

で
賠

償

す

る
以

上

、

個

々

の
裁

判

に
よ

る
恣

意

を
防

ぐ

た

め

に
も

何

ら

か

の
算

定

方

式

に
基

く

一
定

額

の
賠
償

額

と
な

ろ

う

。

し

か

し
、

か

つ
て

西
原

通

雄

教

授

が
明
快

に
指

摘

さ

れ

た

よ
う

に

ど

ん
な

に
緻

密

な
算

定

方

式

に
よ

っ
て
も

そ

の
よ
う

な
賠

償

額

算

定

が

フ
ィ
ク

シ

ョ

ン
に
基

く

も

の
で
あ

る

こ
と

を
我

々
は
忘

れ

て
は

な
ら

(
32

)

な

い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
賠
償
金

と
労
災
保

険

の
併
存
支
給

に
よ
り

「
二
重

の
利
得

」
が
生
ず

る
か
の
よ
う

に
観
念
す
る

の
は
、

こ
の

(33

)

よ
う
な

フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
を
実
体
化
す

る
誤

っ
た
観
念
論

で
あ

る
こ
と
を
批
判
す

る

の
が
筆
者

の
趣
旨

で
あ

る
。

第
三

に
、
調
整
を
完
全

に
否
定
し

た
場
合

に
は
、

一
般

の
不
法
行
為

・
債
務
不
履
行

に
対
す

る
賠
償
額

を
上

回
る
補
償
額
を
認

め
る
こ

と

に
な

る
が
、
業
務
災
害

の
場
合

に

つ
い
て
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
結
果

が
認
め
ら
れ
る
か

の
根
拠

に
欠
け
る

の
で
は
な

い
か
と

い
う
批
判

で

(
34

)

あ

る
。
ま
ず

注
意

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
は
論
者

の
大
場
氏
自
身

が
指
摘
す

る
よ
う

に
完
全
併
存
論
に
よ

っ
て
あ
り
得

る
結
果

は

コ

般

の
不
法
行
為

・
債
務
不
履
行

に
対
す
る
賠
償

額
を
上
回

る
補
償

額
」
な

の
で
あ

っ
て
、

「
一
般

の
不
法
行
為

・
債
務
不
履
行

に
対
す

る

賠
償
額
を
上
回
る
賠
償
額
」

で
は
な

い
と

い
う

点

で
あ

る
。
賠
償
額

と
し
て
は
使

用
者

が

一
般

の
不
法
行
為

・
債
務
不
履

行
に
比

べ
て
特



(447}使用者の損害賠償義務と労災保険lQ5

別

に
過
大
な
賠
償
額
を
負
う

わ
け

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
そ
し

て
こ
の
場
合

「
補
償
額
」

が

一
般

の

「
賠
償
額
」
を
上
回
る

の
は
、
賠
償

金

と
は
別

に
被
災

者

の
生
活
保
障

と
福
祉

の
増
進
を
め
ざ
し

た
労
災
保
険
制
度

か
ら
労
災
保
険
金

が
支
給
さ
れ

る
か
ら

で
あ

っ
て
、

こ
れ

は
完
全

併
存
論

か
ら

い
え
ば
当
然

の
結
論
な

の
で
あ

る

(
一
部
調
整
論
か
ら
も
同
じ
く

一
般
の

「
賠
償
額
」
を
上
回
る
結
果
と
な
ろ
う
)
。
他

の
事
故
類
型

に
あ

っ
て
も
、

そ
の
制
度
趣
旨

か
ら
し

て
民
事

賠
償
責
任

と
は
別
個

独
立

に
保

険
金
等

を
支
給
す

べ
き
場
合

が
あ
れ
ば
、
そ

の
場
合
も

一
般

の

「
賠
償
額
」
を
超

え
る

「
補
償

額
」
が
支
給

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
ま
さ

に
そ

こ
に
制
度

の
趣
旨

が
あ

る

の
な

ら

ば
、

そ

の
よ
う
な
制
度
理
念

が
実
現
さ
れ
た
と

い
う

だ
け

で
あ

っ
て
何
ら
問
題

は
な

い
は
ず

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
問
題

は
当
該
保
険
制
度

の
趣
旨

の
理
解

に
か
か
わ

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

注(
1
)

通
常

、
損
害
賠
償

か
ら

の
労
災
保

険
金

の
控
除

の
問
題
は
損
益
相
殺

の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ

て

い
る
。
損
益
相
殺
と
は
不
法
行
為
や
債
務
不
履
行

に

関
す
る
損
害

賠
償
請
求
権
者

が
、
損
害

を
生
じ

た
の
と
同

一
原
因

に
よ

っ
て
利
益

を
受

け
た
と
き

は
、
損
害

か
ら
そ

の
利
益
を
控
除
す

る
制
度

で
あ

る
。

我
が
国

の
民
法
に
は
明
文

の
規
定

は
な

い
が
、
蒙

っ
た
損
害

の
原
状
回
復

と

い
う

損
害

賠
償
制
度

の
目
的
及

び
公
平

の
観
点
か
ら
当
然
認

め
ら
れ
る
制
度

で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る

(奥

田
昌
道

『
債
権
総
論

[
増
補
版
ご

二

=

頁

・
悠

々
社

二

九
九
二
年
)
。
但
し
、
近
時

「
損
益
相
殺
」
と

い
う
概
念

に
疑

問
を
呈
し
、
従
来
損
益
相
殺

の
問
題

と
し

て
扱
わ
れ

て
き
た
問
題
は
、
損
害

の
金
銭
的

評
価

の
問
題
と
し

て
、
或

い
は
債
務
不
履
行
や
不
法
行
為

に
よ

っ

て
債
務
者

が
第
三
者

か
ら
金
銭
給
付

を
受
け

る
場
合

に
そ
れ
を
控
除
す

べ
き
か

は
、
当
該
法
律

関
係

の
趣
旨

・
目
的

に
よ

っ
て
決
す

る
べ
き

で
あ

り
、

「
損
益
相
殺
と

い
う

概
念

を
立
て
、

こ
れ
に
独
立
の
地
位
を
与
え

る
こ
と
は
疑
問

で
あ

る
」
と
す

る
論
者

も

い
る

(平
井

宜
雄

『
債
権
総
論

・
第

二
版
』

一
〇

六
頁

・
弘
文
堂

・
}
九
九
四
年
、
同

『
債
権
各
論

11
不
法

行
為
』

一
四
五
頁
以
下

・
弘
文
堂

・
一
九

九

二
年
)
。
筆
者

も

こ
の
問
題

は
本
文

で
述

べ

る
よ
う

に
損
害
賠
償
と
労
災

保
険

の
制
度
趣
旨

に
よ

っ
て
解

釈
す

べ
き
問
題

で
あ

る
と
考

え
る

が
、
損
益
相
殺

の
概
念
自
体

が
不
要

で
あ
る
か
否

か
は
留

保
し

た

い
。

(
2
)

こ
れ
ら

の
判
例

に

つ
い
て
は
、
西
村
健

一
郎

『
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』

二
二
三
頁
以
下

で
簡
潔

な
紹
介

が
な
さ
れ
て

い
る
。



cos神奈川法学第30巻 第3号(448}

(
3
)

前
掲
西
村

『
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』

二
二
九
頁
以
下
参
照
。

(
4
)

谷
水
央

「
遺
族
年
金

」
判
例
タ
イ

ム
ズ
ニ
六
八
号

二
〇

六
頁
以
下

二

九
七

一
年
)
、
中
田

明

「
商

事
判
例
研
究
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
五
六
六
号

一
〇

七
頁

以
下

(
一
九

七
四
年
)
、
下
森

定

「
損
益
相
殺
-

労
災

保
険
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
別
冊

・
交
通

事
故

判
例

百
選

(第

二
版
)

=
二
二
頁

以
下

(
一
九

七
五

年
)
、
岩
出
誠

「
労
働
判
例
研
究
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
五
八
四
号

一
五
四
頁
以
下

(
一
九
七
五
年
)
、
門
井
摂

夫

「
労
災
保
険
給
付
と
損
益
相
殺
」
労
働
法
律
旬

報
九

=
二
号

五
九
頁
以

下

(
一
九

七
九
年
)
。

こ
れ
ら

の
学

説
に

つ
き
、
前
掲

西
村

『労
災
補
償
と
損
害
賠
償
』

二
二
六
頁
以

下
。

(
5
)

西
村

健

一
郎

「
損
害

賠
償
と
労
災
保
険
給
付

の
控
除
」
民
商
法
雑
誌
臨

時
増
刊
号

(
4
)
四

五
二
頁

二

九
七
八
年
)
、
保
原
喜
志
夫

「
労
災
補

償
制

度

と
不
法
行
為
責
任
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
六
九

↓
号

『損
害
賠
償
制
度

と
被
害
者

の
救
済
』

一
六
五

頁

二

九
七
九
年
)
、
加
藤

一
郎

「
労
働
災
害

と
民
事
賠

償
責
任
」
季
刊
労
働
法

一
一
三
号

一
一
頁

(
一
九

七
九
)
等
。

(
6
)

学
説

に

つ
い
て
、
前

掲
西
村

『労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』
二
三
四
頁
以
下
、
前

掲
拙
稿

「
車

の
両
輪
-

民
賠

と
労
災
保

険
」
二
三

四
頁
以
下
等
。

(
7
)

将
来
分
非

控
除
説

に
立

つ
論
者

と
し
て
は
、
前
注

3
谷
水

の
他
、
千
葉
憲
雄

「被
災

労
働
者

の
生
命

と
健
康

の
代
償
」

労
働
法
律
旬
報
八
三
九
号
三
六

頁

(
一
九
七
三
年
)
、
藤
原
清
吾

「
労
災

保
険
金

・
厚

生
年
金

の
損
益
相
殺
」
労
働
法
律
旬
報
几

一
三
号
六
六
頁

(
一
九
七

六
年
)
、
角

田
豊

「
労
災
保
険

の
法
的
性
格
と
損
害
賠
償
」
労
働

判
例

二
三
〇
号

]
一
頁

二

九
七
五
年
)
、
大
竹
秀
達

「
労
災

裁
判

に
み
る
賠
償
額

の
実

状
」
季

刊
労
働
法

一
一
三
号

四
三
頁

(
一
九
七
九
年
)
、
前
掲
荒
木
誠
之

『
労
災

補
償
法

の
研
究
』

一
九

六
～
七
頁
、
時
岡
泰

『
昭
和
五

二
年
度

最
高

裁
判

決
解
説
』
三
〇

三
頁

(
一

九
八

一
年
〉
、
村

田
輝
夫

「
損
害
賠
償
と
労
災

補
償
給
付

の

『
調
整
』
早
大
法

研
論
集
三
七
号

二
四
九
頁

(
一
九
八
六
年
)
等
。

(8
)

将
来
分
控
除
説

に
立

つ
論
者
と
し
て
、
前
注

3

の
岩
井
論
文
、
注

4
の
第
三
者
災

害

に
お

い
て
も
控
除
説

に
立

つ
論
者

の
他

に
、

下
森
定

・
判
例
タ
イ

ム
ズ
三
三
五
号

一
〇
〇

頁

(
一
九
七
六
年
)
、
斉
藤
修

・
民
商

法
雑
誌

七
八
巻

六
号

{
二
三
号

(
一
九
七
八
年
)
、
安
西
愈

『
労
災
保
険

と
民
事
賠
償
調
整

の
実
務
』
二
七
九
頁
以
下

(労
働
法
令

実
務

セ
ン
タ
ー

・
一
九
八

二
年
)
、
岩
村

正
彦

「社

会
保
障
法

と
民
法

の
交
錯
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
八
二
八
号

一
九
七

頁

(
一
九
八
五
年
)
、
吉

川
吉
衛

「
保
障
金
と
労
災

年
金
と

の
調
整
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
別
冊

『新

交
通
事

故
判
例
百
選
』

一
六
九

頁

(
一
九

八
七
年
)
等
。

ま

た
、
大
場
敏
彦

「
労
災
保
険
給
付

と
損
害
賠
償
」
法
学
志
林
九
〇
巻
二
号

(
一
九
九
三
年
)

三
九
頁
以
下
は
、
両
者

の
調
整
は
労
基
法
上

の
災
害
補
償

給
付

の
価
額

の
限
度

で
、
ま
た
、
将
来

分
に

つ
い
て
は
、

そ
の
確
実
な
給
付

が
制
度

的

に
保
証

さ
れ
て

い
る
限
り

で
控
除
し
得

る
と
す

る

(と
く

に
六
六

頁

以
下
参
照
)
。

(
9
)

「
現
行
規
定

の
問
題
点

」
を
論
ず
る
前
掲

・
西
村
健

}
郎

『
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』

二
五
九
頁
以
下
。

(
10
)

労
基
研
中
間
報
告
は

「
労
災
年
金

と
民
事
賠
償

は

一
時
金

の
と
き
と
同
様

に
完
全
調
整
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
確
実

に
行
う

た
め

の
法
律
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上

の
し
く

み
を
検
討

す

べ
き
で
あ

る
」
と
す

る

(労
働
省
労
働

基
準
局
編

『今

後

の
労
災
補
償

法
制

の
あ

り
方

労
働

基
準
法

研
究
会

(災
害
補

償
関

係
)

の
中
間
的
な

研
究
内
容

に

つ
い
て
』

一
六
頁

(財
団
法

人
労
災
保
険
情
報

セ
ン
タ
ー

・
一
九
八

八
年
)
。
ち
な

み

に
、

こ
の
研
究
会

の
災
害
補

償
関

係

の
メ

ン
バ
ー
は
座
長

花
見
忠

の
他
、
下
井

隆
史
、
菅

野
和
夫
、
諏
訪
康
雄
、

西
村

健

一
郎
、
保
原
喜

志
夫
、
山

口
浩

一
郎
、
若
菜
允

子

の
各

氏

で
あ

る
。

(
11
)

有
泉
亨

「
労
災
補
償

と
労
災
保
険
」
学
会
誌

労
働
法

三
六
号

二
七
頁
以
下

(
一
九
七
〇
年

)
。

(
12
)

岡
村
親
宜

「
損
害
賠
償
」
沼
田
稲
次
郎
編

『労
働
法
事
典
』
五
八
九
頁

(労
働
旬
報
社

・
一
九

八
〇
年
)
。

(13
)

桑
原

昌
宏

「
労
災
保

険
と
労
災

民
事
賠
償

の
調
整
論

の
原
点
1
1
-英

・
米

・
加

・
日

の
歴

史

と
現
状
」
月
刊

い
の
ち

二
七
四
号
三
五
頁

(
一
九
八

九

年
)
。

(14
)

前
掲
水
野
勝

「労
災
補
償
制
度
の
理
論
的
課
題
-

補
償
と
予
防

の
統

一
的
把
握
の
視
点
か
ら

」
学
会
誌
労
働
法
七
九
号
三
〇
頁

二

九
九
〇

年
)
。

(
15
)

同
前
水
野
三

一
頁
。

な
お
、
筆
者

は
水
野
教
授

の
同
報
告

が
な
さ
れ
た
労
働
法
学
会

の
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
の
席
上
、
水
野
教
授
に
対
し

て
完
全
併
存
論

に

よ

っ
て

「
予
防

が
達
成

さ
れ
る
と

い
う

の
は
、
そ

れ
は
結
果
論

で
あ

っ
て
、
理
論
的
な
根
拠

と
し

て
は
、
そ
れ

ほ
ど
主

た
る
根
拠

と
な
り
得
る

の
だ
ろ
う

か
」
と
疑
問
を
提

示
し
た
。

こ
れ
は
完
全
併
存

に
よ

る
労
災

防
止
と

い
う

論
点
に

つ
き
、

「本

来
行

政
規
制

の
任
務

で
あ
る

と

こ
ろ

の
こ
と
を
損
害
賠
償

に
要
求
す

る
も

の
で
あ

り
、
結
果

と
し

て
損
害
賠
償

に
過
度

の
制

裁
的
機
能

を
期
待
す

る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る
」
と
す
る
西
村

健

一

郎
教
授

の
指
摘

(同

『
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』

二
六
五
頁
)
を
意

識
し
た
質
問

で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
対
し

て
、
水
野
教
授

は

「
私
は
、
民
事
責
任
排

除

論
を
否
定
す

る
に
あ

た

っ
て
、
単

に
予
防
的
な
効
果

が
あ
る
か
ら
併
存
を

認
め
て

い
く

べ
き

だ
と
言

っ
て
い
る

の
で
は
な
く
し
て
、
も
と
も
と
補
償

と
賠

償
は
性
格

が
異
な

る
の
だ
か
ら
そ
の
限
度

で
併
存
し

て
当
た
り
前

な
ん
だ
と

い
う

こ
と
を
前
提
と
し

た
上

で
、
併
存
か
排

除
か

の
選
択
肢

の
選
択

の
際

の

補
強
手
段

と
し

て
予
防
的

な
効
果

と

い
う
も

の
も
考
慮

に
入
れ
て

い
く

の
だ
と

い
う
説

明
を
し
た
わ
け

で
す
。
ま
さ
に
補
完
的
な
意
味

に
お

い
て
、

予
防

的
な
機
能
を
前
提
と
し

て
併
給
調
整
を
原
則
と
し

て
排

除
し
て

い
こ
う

と

い
う

こ
と
」

で
あ

る
と
回
答
さ
れ
て

い
る

(学
会
誌
労
働
法
七
九
号

一
五
九

頁

以
下
参
照
)
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
筆
者
も
同
意
見

で
あ

る
。
ま
た
筆
者

自
身
は
労
災
防
止

は
西
村
教
授

の
言
う
よ
う

に

「
本
来

行
政
規
制

の
任
務
」

な

の
で
は
な
く
、
労
働
契
約
上

の
安
全
配
慮
義
務

に
基
く
使

用
者

の
任
務

と
考
え

て
お
り
、

こ
の
観
点
か
ら
か

つ
て
労
災
領
域

に
お
け
る
安
全

配
慮
義
務
論

を

「
権
利

・
義
務

の
措
定
を
通
じ

て
の
事
故
防

止
規
範

の
形
成

と

い
う
視
点

か
ち
捉
え
返
す
」

こ
と

の
重
要
性
、
そ
れ
と
も

か
か
わ

っ
て
労
災
領
域

で

の

「
事
故
予
防
規
範

の
主
体

形
成

と
そ
の
シ
ス
テ

ム
」

の
構
築

が
課
題
と
な

っ
て

い
る

こ
と
を
指
摘

し

て
き

た

(拙
稿

「
安
全
保

護
義

務
論

・
序

説

権
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利
論
的
事
故
防
止
法
理
構
築

の
た
め

の
基
本
視
角

の
設
定

」
早
大
法
研
論
集
三
二
号
三
二
八
頁

・
一
九
八

四
年
、
同
前
掲

「
戦
後

日
本

に
お
け

る
安

全
配
慮
義

務
論

の
理
論
史
的
検
討

(
三
ご

早
大
法
研
論
集

四
三
号
二
六
四
頁

・
一
九
八
七
年
)
。

(
16
)

宮
島
尚
史

「
『
労
働

・
社
会
保
険
』
・
『
営
利

(私
)
保
険
』

の
法

理
と

『損
害

賠
償
』

の
法

理

『労
働

省
側
』
構
想

に
み
る
欺

隔
性

」
月
刊

い
の
ち
二
七
四
号
三
七
頁

(
一
九
八
九

年
)
。

(
17
)

前
掲

・
宮
島
尚
史

『
労
災

給
付
論
』

四
八
二
頁
以
下
。

(
18
)

同
前
宮
島

二
二
二
頁
以
下
。

(
19
)

石
田
喜
久
夫

「
労
災

給
付

の
確
定

と
使

用
者

に
対
す

る
賠
償
債
権
額

か
ら

の
控
除
」
判
例

タ
イ

ム
ズ
三
九
〇

号

一
五

一
頁

二

九

七
八
年
)
。
な

お
前

掲
村
田
輝
夫

「
損
害
賠
償
と
労
災
補
償

の

『調
整
』
」
早
大
法

研
論
集

三
七
号

二
四

一
頁

(
一
九
八
六
年
)
も
、
「
有
泉
教
授

の
指
摘

は
的
を
得

た
も

の
と

考
え
ら
れ
る
」

と
す
る
。

(20
)

四
宮
和
夫

『
事
務
管

理

・
不
当
利
得

・
不
法
行
為
』
六

一
一
頁

(青
林
書

院

・
一
九

八
五
年
)
。

(
21
)

平
井
宜
雄

『
債
権
各

論
H
不
法
行
為
』

一
四
七
頁

(弘
文
堂

・
一
九
九
二
年
)
。

(
22
)

前
注

一
注

14
参
照
。

(
23
)

筆
者
も

か

つ
て
指
摘
し
た
よ
う

に
使

用
者

の
負
担
軽
減
は
、

「
自
ら

の
安
全
配
慮
義

務
違
反

に
よ

っ
て
生
じ

た
損
害

の
賠
償
金
を
支

払
わ
な

い
こ
と

に

よ

っ
て
で
は
な
く
、
安
全
配
慮
義
務

の
履

行
に
よ

る
損
害

の
未
然

の
発
生
防
止
に
よ

っ
て

こ
そ
、
果

た
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ

る
。
」

(前
掲
拙
稿

「
労
災

保
険

と
損
害
賠
償

の
完
全
併
存

の
実

現

『重
複
控
除
』
論
を
超
え

て

」
季
刊

労
働
法

一
五
八
号
五
七
頁
。

(
24
)

な

お
労
災
保
険

へ
の

一
部
国
庫
負

担

の
導

入
等
を
契
機

と
し
て
労
災
補
償

の
杜

会
保
障
化

論
争

に
お

い
て
も
、
使
用
者

が
保
険
料
を

支
出
す

る
点

は

「
労
災

を
発
生

さ
せ
た
個
別
資
本

の
責
任
」

の
現
れ

で
あ
り
、

そ

の
点

に
他

の
社
会
保
障
と
違
う
労
災

保
険

の
特
質

が
あ
る
と
す

る
指
摘

が
な
さ
れ

て

い

た

(前
掲
桑
原
昌
宏

『
労
働
災
害

と
日
本

の
労
働
法
』
二
四
六

～
七
頁
)
。

「
労
災
補
償

を
社
会
保
障

の
法
体
系

に
位
置
づ
け
る
」

こ
と
を
強
調
す

る
荒
木

誠

之
教
授
も

「
労
災
補
償
給
付
に

つ
い
て
は
、
災
害

の
労
働
関
係
的
特
質
を
前

提
と
す

る
か
ぎ

り
、
企
業
責
任

の
法
理
に
立

っ
て
費
用
を
調
達
す

る

の
は

き

わ
め
て
自
然

で
あ
り
合
理
的
で
あ

る
」
と
す

る

(前
掲
荒
木
誠

之

『
労
災
補
償
法

の
研
究
』

二
六
四
、
二
七

二
頁
)
。
ま

た

「
労
災
保

険

の
社
会
保
障

化
」
を
論
ず

る
高
藤
昭
教
授
は
、

「
労
働
災
害

の
特
質
」
は
、

「
労
働
者

に
と

っ
て

の
企
業

に
対
す

る
労
務
提
供
過
程

企
業

に
と

っ
て
は
そ

の
営
利
追

求

の
た
め
に
不

可
欠
な
労
働
者

の
行

動
過
程

で
生
じ
た
災
害

で
あ

る
こ
と
」
で
あ

り
、

こ
こ
に

「
使
用
者

が
主
た
る
負
担
者

と
な
る

こ
と

の
十
分
な

根
拠

が
見

い
だ
さ
れ

る
」
と
し
、

た
だ

こ
の
使
用
者

の
負
担
義
務

は

「
個
別
責

任
原
理
と
は
ま

っ
た
く
別

の
、
健
康
保
険
、
失
業
保
険
な
ど

に
お
け
る
使
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用
者

の
拠
出
義
務

と
同
質

の
社
会
保
障

法
上

の
特
別

の
義
務

と
解

さ
れ
る
」

と
す

る

(前
掲
高
藤

昭

「
労
災
補
償

の
社
会
保
障

化
」
『
論
争
労

働
法
』
三

〇
〇

頁
以

下

(
一
九
七
八
年
)
。
な

お
、
有
泉
及

び
水

野
両
教
授
が
労
災
保
険
料

の
使

用
者

に
よ
る
負
担

に

つ
き
、
労
働
者

の
賃
金

と
同
じ
く
雇
傭

に
当

然
伴
う

コ
ス
ト

と
考
え
る

べ
き
だ
と
し
て

い
る
点

に

つ
き
本
文
二

(二
)
2
参

照
。

(
25
)

前
掲
労
基
研

「
中

間
報
告
」

は
、

こ
の
点
を
次

の
よ
う

に
論
じ

て
い
る
。

「
保
険
料
負

担
は
、
そ

の
保
険

に
よ

っ
て
利
益
を
受
け

る
か
ら

こ
そ
、
保
険

料
を
負
担
す
る

(あ

る

い
は
負
担

さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
)
も

の
で
あ
る
。
業
務
災
害

に
対
す

る
保
険
料
負
担
者
た
る
使
用
者
が
受
け
る
利
益

は
、

そ
の

給
付
に
よ

っ
て
、
当
該
業
務
災
害

に
係

る
何
ら
か

の
責
任

を
免

れ
る

こ
と
が
で
き

る

こ
と
に
あ
り
、
そ

の
責
任
と
は
、
民
事
損
害
賠
償

と
労
働
基
準
法
上

の
補
償
責

任
で
あ

る
。
」

(前
掲

『
今
後

の
労
災

補
償
法
制

の
あ

り
方
』

一
〇

八
頁
。
)
ま
た
、
判
例

の
中

に
も

こ
の
よ
う
な

「
保
険

メ
リ

ッ
ト
」
論

を
展

開
す

る
も

の
が
あ

る
。
使
用
者
行
為
災
害
に
お

い
て
前
記
最
高
裁
判
決
後

に
な
お
控
除
説
を
と

る
東
京

地
判
昭
五
三

・
一
・
二
五

(交
民
集

二

巻

一
号

八
五
頁
)

は
、
労
災
保
険

の
給
付

は

「
被
災
労
働
者

の
生
活
保
障
的
性
格
を
有

す
る
も

の
で
は
あ

る
が
、
他
方

に
お

い
て
使
用
者

と
し

て
は
民
法
上

の
損

害
賠
償
義
務

が
あ
る
場
合

で
も
、

こ
の
負

担
を
軽
減
も
し
く

は
免
れ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
労
災
保
険

に
加

入
し
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
意

味

に
お

い
て
使
用
者

の
補
償
責

任
的

な
性
格

を
有

し
て

い
る
こ
と
も
ま

た
疑

い
を
容
れ
な

い
と

こ
ろ
で
あ

る
」

と
す

る
。
な
お
労
災
保
険

の
保
険

メ
リ

ッ
ト

に
関

す

る
近
時

の
注
目
す

べ
き
論
稿

と
し
て
、
良
永
彌
太
郎

「
労
災
保
険
法

に
お
け

る

『保

険
利
益
』
論

・
考
」
熊
本
大
学
法
学
部

一
〇
周
年
記
念

『法
学

と

政
治
学

の
諸
相
』
五

=

頁
以
下

(
一
九

九
〇

年
)
参
照
。

(
26
)

以
上

の
点
に

つ
き
前
掲
拙
稿

「
労
災
保
険
と
損
害
賠
償

の
完
全

併
存

の
実
現
」
季
刊
労
働
法

一
五
八
号
五

一
頁
以
下
、
五
五
頁
以
下
参
照
。

(
27
)

同
前

五
六
頁
参
照
。

(
28
)

柳

沢
旭

「
損
害
賠
償
義
務

の
履

行
と
労
災
保

険
給
付
請
求
権
1
ー

三
共
自
動
車
事
件

・
最
高
裁
第

一
小
法

廷
判
決

(平

一
・
四

・
二
七
)

を
素
材

と
し

て
」
労
働
法
律
旬
報

=

一二
九
号

一
二
頁

(
一
九
八
九
年
)
。
ま
た
大
場
敏
彦

「
労
災
保

険
給
付

と
損

害
賠
償
」
法
学
志
林
九
〇
巻

二
号
七

五
頁
注
二
二

(
一
九
九

三
年
)
も
、
蝸
労
基
法

八
四
条

二
項
や
労
災
保
険
法
付
則
六
四
条

の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
立
法
論

と
し
て
は
と
も

か
く
、
解

釈
論
と
し
て
調
整
を

否
定
す

る

こ
と
は
で
き
な

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
」

と
す

る
。

(
29
)

そ
も

そ
も
労
災
保
険

と
損
害
賠
償

と

の
調
整
問
題

に

つ
い
て
の
筆
者

の
最
初

の
論
稿
が
収
録
さ
れ
て

い
る
前
掲

『
労
災

が
あ

ぶ
な

い
』

は
、

一
九
八
八

年

に
だ
さ
れ
た
上
記
労
基
研
中
間
報
告

と
そ
れ

に
依
拠
し

て
あ
り
得
る
法
改

正
が
被

害
者

の
救
済

に
と

っ
て
は
、

「
戦
後
最
悪

の
労
災

補
償
制
度

改
悪
」

に
な

る
か
も

し
れ
な

い
と
の
危
機
感

か
ら
、
そ

の

「
た
ん
な
る
批
判
に
と
ど
ま
ら
な

い
具
体
的
提
言
」
を
対
置
す
る
意
図

で
公
刊
さ

れ
た
も

の
で
あ

っ
た

(労
災
補
償
制
度

問
題
研
究
会

の
代
表
者
佐
藤
進
教
授

に
よ

る
同
書

の
前
書

参
照
)
。
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(30
)

ま
た
八
〇

年
法
改
正

に
よ
り
導
入
さ
れ
た
現
行
労
災
保
険
法

六
四
条
も
、
使
用
者

は

一
定

の
限
度

で

「
そ

の
損
害
賠
償

の
履
行
を
し
な

い
こ
と
が

で
き

る
」
、
政
府

は

一
定

の
限
度

で

「
保

険
給
付
を

し
な

い
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
常

に
損
害
賠
償

や
保
険
給
付

が
な
さ
れ
な

い
と

ま
で
規
定
し

て

い
る
わ
け

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
実
務

に
お

い
て
も

労
災

民
事
賠
償
訴

訟
の
和
解

の
中

で
、
労
災
保
険
給
付
等

の
公
的
機
関
か
ら

の
給
付

の
既
受
領

は
全
く
損
益
相
殺

の
対
象

と
せ
ず
、
ま

た
将
来

分
も
全

く
調

整
せ
ず

に
全
額
遺
族

に
支
給
す

る
こ
と
が
成

立
し

た
例
も
報
告

さ
れ
て

い
る

(岡

村

親
宜

『労
災
補
償

・
賠
償

の
理
論

と
実
務
』
四

一
九
頁

(
エ
イ
デ

ル
研
究
所

・
一
九
九

二
年
)
。

(
31
)

私
法
学
会
第
五
五
回
大
会

シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム

「
損
害
賠
償
法

の
理
論
と
現
実
」
に
お

い
て

「
第
三
者

か
ら
被
害
者

の
金
銭
支
払

と
賠
償
額
」
を
報
告
し
た

山
田
誠

一
助
教
授

に
対
し

て
、
完
全
併
存
論

の
立
場

か
ら
な
し
た
筆
者

の
質
問

へ
の
同
助
教
授

の
回
答

(私
法
五
五
号

一
〇

一
頁
)
。

(
32
)

西
原
通
雄
教
授

は
、

「
生
命

の
価
値
は
無

限

で
あ
り
、
本
来

は
金
銭

に
換
算

で
き
な

い
も

の
を
賠
償

に
さ

い
し
て
無
理

に
換
算
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、

適
切
な
賠
償
額

は
発
見

さ
れ
算
定
さ

れ
る
も

の
で
は
な
く
社
会
的

評
価

に
よ

っ
て
創
り
出

さ
れ

る
べ
き
も

の
で
あ

る
。

人
身
事
故

に
お
け
る
損
害

賠
償

は
、
死
傷
を
契
機

と
す

る
財
産
的
不
利
益

へ
の
救
済

で
は
な
く
人
間
そ
れ
自
体

へ
の
侵
害
に
対
す

る
救
済

で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
」

と
し

て

「
生
命

.
身

体

の
価
値

の
特
殊
性
」

を
強
調
す

る
。

ま
た
従
来

の
賠
償
額
算
定
方
式

た
る

「
個

別
主
義

・
実
費
主
義

の
欠
陥
」
と
し

て
、
「
従
来

は
精
密
そ
う

な
外
観

を

と

っ
て

『
算
定
』

さ
れ

て
い
た

い
わ
ゆ
る
逸
失
利
益

は
、
厳
密

に
検
討
す
る
な
ら
ば
そ

の
多

く
は
ご
く
あ

い
ま

い
な
蓋
然

性
を
基
礎

と
し
仮
定
を
積

み

重

ね
た
不
正
確
な
も

の
」
と
す

る

(西
原
通

雄

「
損
害

賠
償
額

の
算

定
し
遠
藤

浩

11
川
井
健

11
西
原
通

雄
編

『
演
習

民
法

(債
権
)
』

五
三

四
頁

以
下

(
一
九
七
二
年
)
。
す
な
わ
ち

「
擬
制

を
積

み
重

ね
、

い
ろ

い
ろ
な
推
測
や
仮
定

の
上

に
成

り
立

っ
て

い
る
」
「
こ
れ
を
計
算

と
称

し
て
あ

た
か
も

一
つ
の

実
体

が
、
事
実

が
存
在
す

る
か

の
よ
う

に
扱

っ
て
い
る
」
点
を
批
判
す

る

の
で
あ

る
。
西
原
通
雄
教
授

の
損
害
論

の
理
論

的
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
、
吉

村
良

一

『
人
身
損
害
賠
償

の
研
究
』

一
〇

六
頁
以
下

(
日
本
評
論
社

・
一
九
九
〇

年
)

に
詳
し

い
。

(
33
)

な
お
西
原
教
授
自
身

は
、

一
九
六
七
年

の
時

点

で
は
、
交
通
事
故

に
よ

り
死
亡
し

た
国
家
公
務
員

の
遺
族

が
国

か
ら
支
給
さ
れ
た
遺
族

扶
助
料
を
加
害

者

へ
の
損
害

賠
償
額

か
ら
控
除
す

る
こ
と
を
肯
定
し
た
最
高
裁
昭

四

一
・
四

・
七

(
民
集
二
〇

巻
四
号
四
九
九
頁
)
を
支
持
し
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て

い

る
。
「
死
亡

に
よ
る
損
害
を
遺
族

固
有

の
損
害

と
み
る
私

の
立
場
か
ら
見

る
と
、
そ

の
損
害

は
、
近

親
を
失

っ
た

こ
と
に
よ
る
損
害

で
あ

り
、
従
来

の
受

け

た
賠
償
額
算
定
法

の
中
心
を
な
し

て

い
た
、

い
わ
ゆ
る

『得

べ
か
り
し
利
益
』

の
賠
償

は
、
遺
族

の

『
得

べ
か
り
し
扶
養

』
喪
失

に
対
す

る
賠
償

と
な

る
。
そ
う

だ
と
す

れ
ば
、
夫

の
死
亡

に
よ

っ
て
妻

が
失

っ
た
扶
養

と
、
夫

の
死
亡

に
よ
り
妻

に
給
付
さ
れ
る
遺
族
扶
助
料

と
が
、
同

一
の
目
的

や
機
能
を

も

つ
も

の
で
あ
り
、
後
者

に
よ

り
前
者

が
順
補

さ
れ
縮
減
し

て
い
る

こ
と
、
し
た
が

っ
て
扶
養
喪
失

に

つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
権

は
、
夫
か
ら
受
け

た

で
あ

ろ
う
扶
養
か
ら
夫

の
死
後
も
受
け

て

い
る
扶
養
を
控
除
し
た
額

に
限
定

さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
き
わ
め

て
理
解
し
や
す
く
、
遺

族
扶
助
料

を
本
件
判
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旨

の
よ
う

に

『
得

べ
か
り
し
恩
給
』
喪

失

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
額
だ
け

で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
消
極

的
財
産
損
害
全
体

か
ら
控
除
す

べ
き

こ
と
も
、
当

然

の
結
論

と
し

て
承
認
さ
れ
よ
う
。
」
と
す

る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
調
整
論

は
、
前
注

で
紹
介
し

た
同
教
授

が
展
開
す

る

「
生
命

・
身

体

の
価
値

の
特

殊
性
」

と

「
個
別
主
義

・
実
費
主
義

の
欠
陥
」

と
矛
盾
し
な

い
の
で
あ

ろ
う

か
。

(
34
)

前
掲
大
場

「
労
災
保
険
給
付

と
損
害
賠
償
」
法
学
志
林
九
〇
巻

二
号
七
六
頁
。

使用者の損害賠償義務 と労災保険rrr

三

使
用
者
に
よ
る
労
災
保
険
給
付
金
の
代
位
取
得

(
一
)

最
高
裁
平
成
元
年

判
決

将
来
分

の
労
災
保

険
金

は
控

除
さ
れ
な

い
と

い
う

最
高
裁
判

決

の
立
場
を
前
提

に
し

た
場
合
、
損
害
賠

償
義

務
を
履
行

し

た
使

用
者

は
、

民
法
四
二
二
条

に
よ
り
そ

の
労
災
保
険
金

に

つ
い
て
保
険
金
受

給
者

に
代
位
す

る

こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
問
題

が
争

わ

れ
た
三
共
自
動
車
事

件

に
お

い
て
、

一
審

判
決

(大
阪
地
判
昭
五
七

・
九

・
二
〇
労
判
三
九
九
号
五
〇
頁
)
は
、
労
災

保
険
金
受
領
権

は
労
働
者

に
直
接
与
え
ら
れ

た
権
利

で
あ
る

こ
と
、

将
来
分

が
控
除
さ
れ
な

い
こ
と
に
よ

る
労
働
者

の
二
重
利
益

の
調
整

は
行
政
庁

が
行
う

べ
き
問
題

で
あ

っ
て
、
法

は
四
二
二
条
を
適
用
し

て
の
問
題
解

決
を
予
定

し
て

い
な

い
こ
と
等
を
挙
げ

て
請
求
を
棄
却

し

た

の
に
対

し

て
、
二
審
判
決

(大
阪
高
判
昭
五
七

・
九

・
二
〇
労
判
三
九
九
号
五
〇
頁
)
は
、
逆

に
、
損
害

賠
償
金
を
現

に
被
災

者
側

が

受
領

し
て

い
る
以
上
、
同
じ
く
損
害
墳
補

の
機
能
を
営

む
将
来

の

一
定

の
保

険
金

を
被
災
者
側

が
受
領

で
き
な
く

て
も
法

の
趣
旨

に
は
反

し
な

い
こ
と
、
四
二
二
条

の
適
用
を
排
除
す

る
明
文

の
規
定

は
な

い
し
、

ま
た
使

用
者

の
保
険
利
益
を
考
慮

し
四
二
二
条

の
適
用
を
前
提

と
し
て

い
る
と
解
す

こ
と
も

で
き
る
と
し

て
代
位
請
求
を
肯
定

し
た
。

こ
れ
に
対
し

て
更

に
被
災
者
側

が
上
告
し
、

こ
の
問
題

に

つ
き
最

高
裁

で
決
着

が

つ
け

ら
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ

の
結
果
最
高

裁
は
次

の
よ
う

に
こ

の
よ
う

な
代
位

は
否
定
さ
れ
る

べ
き
旨

を
明
言
す

(
1

)

る

に
至

っ
た

(最
判
平

元
四

∴

一七
民
集
四
三
巻
四
号
二
七
八
頁
)
。
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「
民
法

四
二
二
条

の
賠
償
者

に
よ

る
代
位

の
規
定

は
、
債
権

の
目
的

た
る
物
又

は
権
利

の
価
額

の
全

部

の
損
害
賠
償
を
受

け
た
債
権
者

が
そ

の
債
権

の
目
的

た
る
物

又
は
権
利

を
保
持
す
る

こ
と
に
よ
り
重
複

し
て
利
益
を
得

る
と

い
う
不

当
な
結
果

が
生
ず

る

こ
と
を
防
ぐ

た

め
、
賠
償
者

が
債
権

の
目
的

た
る
物

又
は
権
利
を
取
得
す

る

こ
と
を
定

め
る
も

の
で
あ
り
、
賠
償
者

は
右

の
物
又

は
権
利

の
み
な
ら
ず
、

こ
れ

に
代

わ
る
権
利
を
も
取
得
す

る

こ
と
が
で
き
る
と
解
す

る
こ
と

が
で
き
る
。

そ
し

て
、
右
規
定

が
不
法
行
為

に
よ

る
損
害
賠
償

に
類

推
適
用
さ
れ
る
場
合

に

つ
い
て
み
る

に
、
賠
償
者

が
取
得
す

る

の
は
不
法
行
為

に
よ
り
侵
害

さ
れ

た
権
利
又
は

こ
れ

に
代
わ

る
権
利

で
あ

る
と
解
さ
れ
る
と

こ
ろ
、
労
災
保
険
法

に
基
づ
く
保
険
給
付

は
、
業
務
上

の
事
由
又
は
通
勤

に
よ

る
労
働
者

の
負
傷
、
疾
病
、
障

害
又
は

死
亡

に
対
し

て
迅
速

か

つ
公
平
な
保
護
を
す
る

こ
と
等

を
目
的

と
し

て
さ
れ
る
も

の
で
あ

り

(労
災
保
険
法

一
条
)、
労

働
者

が
失

っ
た
賃

金
等
請
求
権
を
損
害
と
し
て
、

こ
れ
を
填
補
す

る

こ
と
自
体
を
目
的

と
す
る
損
害
賠
償

と
は
、
制
度

の
趣
旨
、
目
的
を
異

に
す

る
も

の
で

あ

る
か
ら
、
労
災
保
険
法

に
基
づ
く
給
付
を
も

っ
て
賠
償

さ
れ
た
損
害

に
代
わ

る
権
利
と

い
う

こ
と
は
で
き
な

い
。
し

た
が

っ
て
、
労
働

者

の
業
務
上

の
災
害

に
関

し
て
損
害
賠
償
債
務
を
負

担
し

た
使

用
者

は
、
右
債
務
を
履

行
し
て
も
、

賠
償
さ
れ

た
損
害

に
対
応
す

る
労
災

保

険
法

に
基

づ
く
給
付
請
求

権
を
代
位
取
得
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
と
解
す

る

こ
と
が
相
当

で
あ

る
。
ま

た
、
労
災
保
険
法

に
基

づ
く
給

付
が
損
害
賠
償

に
よ
り
填
補
さ
れ

た
も

の
と
同

一
の
損
害

の
填
補

に
向

け
ら

れ
る
結
果
と
な
る
場
合

に
、

い
か
な
る
者

に
対

し
て
、

い
か

な

る
範
囲
、
方
法

で
労
災
保
険
法

に
よ
る
給
付
を
す

る
か
は
、
労
災
保

険
制
度

に
関
す

る
法
令

に
お

い
て
規
律
す

べ
き
も

の
で
あ

る
と
こ

ろ
、
関
係
法
令
中

に
損
害
賠
償
債
務
を
履

行
し
た
使
用
者

が
労
災
保

険
法
に
基

づ
く
給
付
請
求
権

を
取
得
す

る
こ
と
を
許

容
す

る
規
定

は

存
し
な

い
。
」

(
二
)

こ
の
点

に

つ
き
学
説

は
総
じ

て
最
高

裁
と
同
じ
く
、
労
災

保
険
金

は
直
接
被
災
者
側

に
給
付
さ
れ
る
べ
き

で
あ

る
と

い
う
労
災

(2

)

保
険

の
制
度
趣
旨

を

一
つ
の
根
拠

と
し

て
、
使

用
者

に
よ

る
労
災
保
険
金

の
代
位
取
得
を
否
定
し

て
お
り
、
筆
者
も

こ
の
点

で
は
同
意
見

(
3

)

で
あ

る

。



(455)使用者の損害賠償義務と労災保険113

そ
も
そ
も
民
法

が
規
定
す

る
賠
償
者

の
代
位
制
度

の
趣
旨

は
、
債
権
者

が
物

又
は
権
利
を
侵
害
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
全
部

の
損
害
賠
償

を
受

け
な

が
ら
、
な
お
そ

の
物

又
は
権
利
を
有

し

て

い
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
債
権
者

は
二
重

に
利
益
を
受
け

る

こ
と
に
な

っ
て
公
平

に
反

?
)

す

る
か
ら

で
あ

る
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し

て
こ
の
規
定

は

「
公
平
」
を
理
由

に
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
場
合

に
も
類
推
適
用
さ

(5

)

れ
る
。

損
害
賠
償
者

の
代
位

は
、
被
害
者

が
そ

の
損
害
発
生

と

い
う
同

一
事

由

に

つ
い
て
損
害
賠
償
債
権
と
そ
れ

に
代

わ
る
債
権

と
を
二
重

に

得
る
点

が
公
平

に
反
す

る
わ
け
だ
か
ら
、
両
者

の
債
権

の
関
係

が
問
題
と
な
ろ
う
。
最
高
裁

は

こ
の
点

に

つ
き
労
災
保
険
金

の
請
求
権

は

「
労
働
者

が
失

っ
た
賃
金
等
請
求
権

を
損
害

と
し

て
、

こ
れ
を
填
補
す

る

こ
と
自
体

を
目
的

と
す

る
損

害
賠
償

と
は
、
制
度

の
趣
旨
、
目

的
を
異

に
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
労
災
保

険
法

に
基
く
給
付
を
も

っ
て
賠
償

さ
れ

た
損
害

に
代

わ
る
権
利

と

い
う

こ
と
は

で
き
な

い
」

と

い
う

理
由

で

こ
の
場
合

の
賠
償
者

の
代
位

を
否
定

し
た
わ
け

で
あ

る
。

ま
た
第

一
審
判
決
も
指
摘
す

る
よ
う

に
労
災
保
険
金
受
給
権

は
譲
渡
を
禁
止
さ
れ
、
担
保

に
供

し
た
り
、
差
し
押
え
る

こ
と
が
で
き
な

い
と
言

っ
た

一
身
専
属
的

性
質
を
有
す

る

(労
災
保
険
法

一
二
条

の
五
第
二
項
)。
労
災

保
険
制
度

が
被
災
者

の
生

活
保
障

と
福
祉

の
増
進

の
た
め
に
存
在
す

る
こ
と
が
其

の
趣
旨

で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う

な
点
を

み
て
も
損
害
賠
償
請
求
権

と
労
災
保

険
金

請
求
権

と

の
異
質
性
は

現
れ

て
お
り
、
判
決

の

い
う

両
権
利

の
同
質
性

の
否
定

は
首
肯

で
き
よ
う
。

更

に
、

原
告

の
請
求

の
よ
う

に
賠
償
者

の
代
位

を
認
め

た
場
合

は
、

労
災
保
険
を
あ

た
か
も
使
用
者

の
損

害
賠
償
責
任

の
純
粋
な
責

任

保
険

で
あ

る
か

の
よ
う

に
性
格

づ
け

る
こ
と

に
な
る
が
、

こ
れ
は
被
災
者

の

「
迅
速

か

つ
公
正
な
保
護
」

と

「
労
働
者

の
福

祉

の
増
進

」

(
6

)

を
目
的

と
す

る
労
災

保
険
制

度

の
趣
旨

と
は
な

れ
る

こ
と
に
な

り
、

こ
の
点

か
ら
も
代
位

は
否
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

そ
し

て
何
よ
り
も
、
使

用
者

は
被
災
者

が
本
来
受
け

る

べ
き
労
災

保
険
を
代
位
取
得
す

る

こ
と

に
よ
り
、
自
ら
支
払

っ
た
賠
償
金
を

一

部

で
あ

れ
実
質
的

に
取

り
戻
す

こ
と

が
で
き

る

こ
と
に
な

り
、
使

用
者

の
不
当

な
減
責
を
招

く
結

果

に
な

る
点
も
考
慮
す

る
必
要

が
あ
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ろ

う
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注(1
)

三
共
自
動
車
事

件
最
高
裁
判
決

に
関
す

る
判
例
批
評
と
し
て
、
石
田
喜
久
夫

・
平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説

.
ジ

ュ
リ

ス
ト
九
五
七
号
八

一
頁

(
一
九

九
〇

年
)
、
斉
藤
修

・
民
商
法
雑
誌

一
〇

一
巻

三
号

一
二
二
頁

(
一
九
八
九
年
)
、
志

田
惣

一
・
判
例
タ
イ

ム
ズ

七

一
八
号

三
二
頁

(
一
九

九
〇

年
)
、
富

越
和
厚

・
法
曹
時

報
四
二
巻
九
号

一
八
五
頁

二

九
九
〇

年
)
、

西
村
健

一
郎

・
法
律

時
報
別

冊

・
私
法

判
例
リ

マ
ー

ク

ス

.
一
九
九
〇

年

六
五
頁
、
柳

沢
旭

・
労
働
法
律
旬
報

=

一
二
九
号
四
頁

二

九
八
九
年
)
、
前
掲

拙
稿

ジ

ュ
リ

ス
ト
別

冊

『社

会
保
障
法
判
例

百
選

・
第
二
版
』

一
五
〇

頁

(
一
九
九

一
年
)
、
原
審
判
決

に
関

す

る
判
例
批

評

と
し
て
、
岩
村

正
彦

・
ジ

ュ
リ

ス
ト
八
三

一
号

一
〇

四
頁
、

下
井
隆

史

.
季
刊

実
務
民
事

法

七
号

二

一
四

頁

(
一
九
八
四
年
)
、
脇
田
滋

・
判
例
評
論
三

一
三
号
三
八
頁

(判
例
時
報

一
一
三
九
号

二
〇
〇

頁

.
一
九
八
五
年
)
。

(
2
)

前
注

1
に
掲
げ

た
も

の
の
他
、
前
掲

西
村
健

一
郎

『
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』

二
九
〇

頁
以
下
、
前
掲
安
西

『
改
正
労
災
保
険

と
民
事
賠
償
調
整

の
実

務
』

二
八
六
頁
、
宮

川
博
史

「
労
災
保
険

と
民
事
賠
償

の
調
整
」
塩
崎
勤
編

『
現
代

民
事

裁
判

の
課
題

(
8
)
』
九

一
一
頁
以
下

二

九

八
五
年
)
等
。

(
3
)

こ
の
問
題

に
関
す

る
筆
者

の
見
解

は
既

に
前
注

1
に
か
か
げ

た
三
共
自
動
車
事
件
最
高

裁
平
成
元
年
判
決

の
判
例
批
評

に
お

い
て
展
開
し

た
。
以
下

の

論
述

も
基
本
的

に
そ

こ
で
の
論
旨
と
同
旨

で
あ
る
。

(4
)

平
井
宜
雄

『債
権
総
論

・
第
二
版
』

一
一
三
頁

(弘
文
堂

・
一
九
九
四
年
)
。

(
5
)

加
藤

一
郎

『不
法
行
為

・
増
補
版
』

二
六
三
頁

(有
斐
閣

二

九

七
四
年
)
。

(
6
)

完
全
調
整
論
的
理
論
を
展
開
す
る
西
村
健

一
郎
教
授
で
さ
え
も
、

「
労
災
保

険
は
、
責
任
保

険
的

機
能

を

は
た
す

べ
き
保
険

で
あ

っ
て
も
責

任
保
険
そ

の
も

の
で
は
な

い
。
」
と
し

て
、
使

用
者

に
よ
る
代
位
取
得
を
否
定
す

る

(前

掲
西
村

『
労
災
補
償

と
損
害
賠
償
』

二
九
六
頁
)
。
但
し
、

同
教
授

は

「
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、
も

っ
ぱ
ら
使
用
者

の
保
険
料
負
担

に
よ

っ
て
営
ま
れ
て

い
る
労
災
保
険

に

つ
い
て
、
使

用
者

か
ら
そ
の
加
入

の
メ
リ

ッ
ト
を
奪

っ
て

よ

い
こ
と
を
意
味
し
な

い
」
と
し
て
、

む
し
ろ
労
災
保
険
金

の
将
来

支
給
分
を
損
害
賠
償

か
ら
控
除
す
る

こ
と
を
否
定
す

る
前
掲
最
高
裁

昭
和
五

二
年
判

決
に

こ
そ
問
題

が
あ
る
と
し
て

い
る

(
同
二
九
八
頁
)
。

こ
の
問
題

に

つ
い
て
の
筆
・者

の
見
解

は
既

に
二
で
述

べ
た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

ま
た
、
前
掲
良
永

彌
太
郎

「
労
災
保
険
法

に
お
け
る

『保

険
利
益
』
論

・
考
」
熊
本
大
学
法
学
部

一
〇
周
年
記
念

『
法
学
と
政
治
学

の
諸
相
』
五
一
=

頁
は
、
使

用
者

に
よ

る
代
位
取
得
を
否
定
し

た
前

掲
三
共
自
動
車
事
件

・
最
高
裁
平
成
元
年
判
決
は
、
「
解
釈
論

と
し

て
、
労
災
保

険
法

が
使

用
者

の
損
害
賠
償

の
責
任
保
険
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と
し
て

の
性
格

の
み
な
ら
ず

そ

の
よ
う

な
機
能
を

は
た
す

べ
き

こ
と
を
も
否
定

し
た
」

と
す

る
。
筆
者

の
労
災
保
険

の
責
任
保
険
的
性
格

に

つ
い
て
の
見

解

は
、
前
述
三

(三
)
参

照
。

(
7
)

こ

の
点
を
強
調
す

る
も

の
と
し

て
、
前
注

1
に
掲
げ

た
石
田
喜
久
夫

・
八

二
頁
参
照
。

石
田
教
授
は

剛
有
責

の
賠
償
義
務
者

が
保
険
給
付

に
よ

っ
て
賠

償
額

の
軽
減
を
う
け

る
べ
き

で
は
な

い
、
と

の
発
想
も
尊
重
さ
れ
る

べ
き
で
あ

る
」

と
す

る
。
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四

賠
償
額
確
定
後
に
給
付
さ
れ
た
労
災
保
険
金
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求

労
災
保
険

と
損
害
賠
償
と

の
併
存

が
被
災
者

に
と

っ
て

「
不
当
な

二
重
利
得
」

で
あ
り
、
ま
た
賠
償
金

と
と
も

に
労
災

保
険
料
を
徴
収

さ
れ

て
い
る
使

用
者

に
と

っ
て
は

「
不
当
な
二
重

の
負
担
」

で
あ

る
と

の
完

全
調
整
論

の
立
場

か
ら
す

れ
ば
、
損
害

賠
償
額

の
算
定

の
時

点

で
は
ま
だ
控
除

さ
れ
て

い
な

か

っ
た
労
災
保
険
金

の

「
将
来
分
」
を
そ

の
後
被
災
者

が
現
実

に
受
領
し

た
場
合

に
は
、

そ

の
保
険
金
相

当
分

を
不
当
利
得
返
還
請
求
す

る

こ
と
が
考

え
ら
れ

る
。

こ
の
問
題
は
学
説

上
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

て
こ
な
か

っ
た
が
、
現

に
こ
の

(1

)

よ
う
な
不
当
利
得
返
還
請
求
訴

訟
が
使

用
者
側

か
ら
提
訴

さ
れ

て

い
る

ケ
ー

ス
も
あ
り
、

一
つ
の
検
討
課
題
と
な

っ
て

い
た
。
そ
し

て
近

時

こ
の
点

に

つ
い
て

「
本
件
被
告
ら

が
二
重
利
得
を
し

て
不
公
平
を
作
出

し
た
と
し
て
も
、
本
件
被
告
ら

が
原
告
に
対

し
二
重
利
得
を
返

還
す

べ
き
法
的
根
拠

は
何
ら
主
張

さ
れ
て

い
な

い
の
で
、
検
討

す

る
ま

で
も

な

い
。
」

と
し
て
、
使

用
者

の
不
当
利
得

返
還
請
求

を
否
定

す

る
判
決
が
現
れ
た

(東
京
地
判
平
七

・
六

・
七
)

そ
も
そ
も
不
当
利
得

返
還
請
求
権

が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
法
律
上

の
原
因
な

く
し

て

一
方

が
利
得
を
得
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
他
方

が
損

失
を
得

て

い
る

こ
と
が
必
要

で
あ
る

(民
法
七
〇
三
条
)
。
本
稿

の
完
全
併
存
論
を
前
提
と
し

た
場
合
、
そ
も
そ
も
労
災
保
険

と
損
害

賠
償

と

の
併
存

に
よ

っ
て

「不
当

な
二
重
利
得

」
も
使

用
者

の

「
不
当
な
二
重
負
担
」
も
存
在
し
な

い
の
だ
か
ら
、
不
当
利
得
返
還
請
求

(
2

>

が
否

定

さ

れ

る

こ
と

は
自

明

で
あ

ろ
う

。
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問
題

は
、
既
受

領
分

は
控
除
さ

れ
る
と

い
う

判
例
を
前

提

に
し

て
も
、

こ
の
よ
う
な
不
当
利

得

が
被
災
者

側

に
生

じ

て

い
る

か

で
あ

る
。最

高

裁

の
昭
和
五
二
年
判
決
は
労
災
保
険

は
損
害
填
補

の
性
質
も
有

す
る

か
ら
、
現

に
労
災
保
険

が
給
付
さ
れ
損
害

が
唄
補

さ
れ

た
場

合

に
は
、
そ

の
額
を
控
除

で
き
る
が
、

い
ま
だ
損
害
を
墳
補
し
な

い
将
来
分

に

つ
い
て
は
、
控
除

で
き
な

い
と
し
て

い
る
。
労
災
保
険

に

損
害
填
補
機
能
を
認

め
た
場
合

に
は
、
事
実
審

の
口
頭
弁
論
終
決
時

の
段
階

で
は
ま
だ
支
給

さ
れ
て

い
ず

、
賠
償
額
確
定
後

に
支
給
さ
れ

た
労
災

保
険

に

つ
い
て
も
同
様

に
損
害

の
填
補

を
肯
定
す

る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

だ
が
、

そ

こ
か
ら
直
ち

に
不

当
利
得
返
還
請
求
権
を
根

拠

づ
け

る
の
は
論

理
の
飛
躍

で
あ

る
。

第

一
に
仮

に
こ
の
よ
う
な
不
当
利
得
返
還
請

求
権

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

に
な
れ
ば
、
使

用
者

は
判
決

に
よ

っ
て
賠
償
額

が
確
定
し

た
後

も
、
被
災
者

が
労
災
保
険
金

の
受
給
を
す
る
た
び

に
、
不
当
利
得
返
還
請
求

に
よ
り
損

害
墳
補

の
限
度

で
賠
償

金

の
実
質
的
取

り
戻
し
を

す

る

こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な

る
。

こ
れ

で
は
結

局
賠
償
金
を
支
払

っ
た
使
用
者

が
労
災
保
険
金
を
代
位
請
求
す
る

の
と
実
質
的

に
変
ら

な

い
こ
と
に
な
り
、
被
災
者

の
迅
速

・
公
正
な
保
護
と
福
祉

の
増
進
を
目
的

と
し

て
被
災
者

・
遺
族

に
直
接

に
労
災
保
険
年
金
を
支
給
す

る
意
義

が
消
失
し

て
し
ま
う
結
果

に
な

る
。

第

二
に

こ
の
よ
う

に
将
来
賠
償
金
額

が
実
質
的

に
減
少
し
て

い
く

の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
見
合

っ
た
損
害
額

の
算
定

が
初

め
か

ら
な
さ
れ
る
必
要

が
出
て
く
る
。

と
く
に
慰
謝
料
額

の
算
定

に
あ

た

っ
て
は
、
財
産
的

損
害

に
関

し
て
認

め
ら
れ
た
賠
償
額
も
考
慮

さ
れ

(3

)

得

る
か
ら
、
使
用
者
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
を
認
め
る
と
す

る
と
、
将
来
労
災
保

険
金

支
給
額
相
当
額

が
控
除
さ
れ
る

こ
と
を
前
提

と
し
た
慰
謝
料
額

が
算
定

さ
れ
る
は
ず

で
あ

る
。
し

か
し
、
そ
も

そ
も
既
受
領
分

に

つ
い
て
の
み
控

除

の
対
象

と
す
る

の
は
、
将
来

の
長

期

に
わ
た
る
労
災

保
険
金

の
支
給
額

を
あ
ら

か
じ

め
算
定
す

る

こ
と
が
困
難

で
あ

る
と

い
う
技
術
的

理
由
も
あ

る
は
ず

で
あ
り

(前
述
二

参
照
)
、

こ
の
よ
う
な
将
来

の
不
確
定
な
控
除
を
前
提

と
し
た
損
害
額

の
算
定

は
困
難

で
あ

る
。
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第
三

に
紛
争

の

面

的
解
決

と

い
う
点

か
ら

み
て
も
、
労
災
保
険
受
給

の
た
び
に
不

当
利
得
返
還
請
求

が
長
期

に
わ
た
り
継
続
す
る

こ

と
に
な

り
問
題

で
あ

る
。

最
判
は
既
受
領
分

の
控
除

の
み
を
肯
定

し
て
、
将
来
分

の
控
除

は
否
定

し
た
.
確

か
に
こ
の
こ
と

だ
け
か
ら
雪
口
え

ば
、
将
来
分
を
被
災

者

が
現

に
受
給
し

た
場
合

の
不
当
利
得
返
還
請
求

も
論
理
的

に
は
考
え
ら
れ

る
.

し
か
し
、

こ
の
最
判

は
そ

の
よ
、つ
な
不
当
利
得
返
還
請

求
権

に

つ
い
て
は
♀

言
及
し

て
お
ら
ず
、
ま
た
、

労
災
保

険
制
度

の
趣
旨

か
ら
労
災

保
険
金
を
使

用
者

が
取
得
す
る
結
果

と
な
る
賠
償

者

の
代
位
を
否
定

し
た
前

掲
最
高
裁
平
成
元
年
判
決

の
価
値
判
断
か
ら
し

て
も
、

む
し
ろ
、
被
災
者

の
保
護

と
福
祉
を
阻
害
し
、
労
災
保

険
金

の
取
得

に
よ
り
使
用
者

に
損
害

賠
償
金

の
実
質
的
取
戻
を
認

め
る
よ
う

な
不
当
利
得
返
還
請
求
権

は
否
定

さ
れ

る
べ
き

こ
と
に
な

る

ヵ

あ

ユ

む

の
で
は
な
カ
ろ
う

力

労
災
保
険
と
損
害
賠
償

と

の
調
整
問
題
を
論
ず

る
場
合

に
は
、

そ
も

そ
も
使
用
者

が
自
ら
負

.
て

い
る
安
全
配
慮
義

務

に
違
反
し

た
た

め
に
債
務
不
履
行
な

い
し
不
法
行
為

に
基

づ
く
賠
償
責
任

が
生
じ
、
そ

の
た
め

に
労
災
保
険
と
損
害
賠
償

の
併
存

と

い
う
問
題

が
生
じ

て

い
る

の
だ
と

い
う

こ
と
を
出
発
点

に
据
え
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
労
災
保

険
料
も
三

で
述

べ
た
よ
う

に
結
局

は
使

用
者

が
労
働
契

約
上
労
働
者

を
し
て
そ

の
生
命

・
身

体

・
健
康

へ
の
危
険

を
内
在
す

る
可
能
性

の
あ
る
労
働
を

さ
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
使

用
者

が
得

た
利

益

か
ら
支
払
わ
れ
る
も

の
で
あ

り
、

そ

の
意
味

で
は
実
質

的
な
賃
金

の

一
部

と
妻

・
え

る
の
で
あ

る
.

一
方

で
労
働
者

が
使
用
者

の
安
全

配
慮
義
務
違
反

に
よ
り
命
を
奪

わ
れ
、
或

い
は
健
康
を
害
さ
れ
、
他
方

で
被
災
者

の
保
護

の
た
め

に
支
給
さ
れ
る

べ
き
労
災
保
険
金
を

こ

と
も
あ

ろ
う

に
安
全
配
慮
義

務

に
違
反

し
た
そ

の
使
用
者

が
取
得
す

る
結

果

に
な
る

こ
と

こ
そ
不
当

利
得

に
あ

た
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

117
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注(-
)

職
場
で
じ
ん
肺
症
に
罹
患
し
た
労
働
者
=
一人
が
、
元
使
用
者
た
喬

鉄
鉱
業
を
相
手
と
し
て
、
そ

の
茎

配
慮
霧

違
反
に
よ
る
債
務
不
履
行
塞

づ

鎖

害
賠
償
責
任
を
追
求
し
た
松
尾
じ
ん
肺
訴
訟

(提
訴

充

入
二
年
)
は
、

審

、
二
審
同
様
、
最
高
裁
も
日
鉄
鉱
業

の
安
全
配
慮
義
務
違
反

の
責
任

を
認
め
、

面

年

ぶ
り

に
厘

口
勝
訴
判
決
が
確
定
す

る

こ
と
に
な

っ
た

(最
高
裁
平
成

六
年
三
月

二
二

日
判
決
)
.

そ

の
後

日
鉄
鉱
業

は
・
高
裁

に
お
け

る
。
頭
弁
論
終
了
時
以
降
に
元
原
止
。
で
あ
る
被
姻火
者
禦

受
領
し
た
労
災
保
険
金
総
額
二
舌

万
円
余
を
本
文
で
述
べ
た

よ
・つ
な
不
当
利
得
と
し
て
そ
の

返
還
を
請
求
す
る
訴
訟
を
提
訴
す
る
に
至

.
た

(東
京
地
方
裁
判
所
平
成
六
年

(ワ
)
第

西

九

三

号
不
当
利
得
返
還
請
求
事
件
)
・
実
は

争あ

事
件

に
お
け
る
被
告
側

(被
災
者
側
)
訴
訟
代
理
人

の

]
人

で
あ
る
土
田
庄

一
弁
護
士

か
ら
こ
の
よ
う
な
使
用
者

の
不
当
利
得
返
還
請
求
権

の
成
否

に

つ
き

コ

メ

ン
些

求

め
ら

れ
た
こ
と
が
、
本
稿
成
立

の
大

き
な
契
機

と
な

っ
て

い
る
.
そ
し

て
こ
の
訴

訟
に

つ
い
て
出

さ
れ

た
判
決
が
本
文
で
51
用
し
た
平
成
ヒ

年
六
月
七

日
の
東
京
地
裁
判
決

で
あ
る
.

な
お
、
他

の
じ

ん
肺
訴
訟

の
多

は
、

い
わ
ゆ
る
包
括

運

請
求
方
式

に
よ
り
慰
謝
料

一
本

の
形

で
馨

賠
償

請
求
を
し

て
お
り
、

こ
の
場
A
。
は
、
そ
も

そ
も
慰
謝
料

は
労
災
保

険
と
調

整
し
な

い
と

い
・つ
個
別
損
害

積

み
上
げ
方
式

の
も

と
で

の
判
例

(「
労
働

者

に

対
す
る
確
火
害
補
償

は
、
労
働
者

の
被

っ
た
財
産
上

の
損
害

の
墳
補

の
た
め
に

の
み
な
さ
れ
る

の
も

の
で
あ

っ
て
、
精
神
上

の
損
害

の
藩

の
目
的
を
含

む

も

の
で
な

い
」

と

い
、つ
理
由
.
最
判
昭
五
八

.
四

.
冗

民
集
三
七
巻
三
号
三

三

頁
等
)

と

の
関
連

が
問
題
と
な

る
・

こ
の
点
に

つ
き
・
下
馨

判
決

の
中
に
は

「財
産
的
墾

.を
も
含
め
た
警

・
で
、

衙

の
損
害
と
し
て
慰
謝
料
を
認
定
し
た
」
場
合
に
労
災
保
険
金
を
控
除
し
た
判
決
が

あ
り

(東
京
地

判
昭
五
六

.
九

.
二
八
判
壁

〇

一
七
号
三
四
頁
)
、

こ
れ
を
支
持
す

る
学

説
も
あ

る
が

(前
掲

西
村

『
労
災

藩

と
損
害

賠
償
』
二
七
三
頁
・
松
本
久

「
労
縦火
保
険
給
付
と
損
益
相
殺
」
士
、
男

文

.
塩
崎
勤
編

『
裁
判
霧

大
系

8
』

五
五
六
頁

二

九
八
五
年
等
)
、
他
方

で
慰
謝
料

一
本

に
よ
る
実
質
的

に

包
括

葎

請
求
の
場
A
・
で
も
控
除
を
否
定
す
る
判
決
例
も
多

い

(長
野
石
綿
じ
ん
肺
訴
訊畝
長

野
地
判
昭
六

∵

六

三

七
判
時

=

九
八

。三

頁
等

遠
州
じ
ん
肺
訴
訟

.
静
岡
地
裁
浜
松
支
判
昭
六

一
.
六

・
三
〇
判
時

=

九
六
号
二
〇
頁
、
常
磐
じ
ん
肺
訴
訟

・
福
島
地
裁

い
わ
き
支
判
平
二

三

・
一
↓

八
判
時

三

四
四
号
五
三
頁
、
長
崎
伊
王
島
じ
ん
肺
訴
訟

.
長
崎
地
判
平
六

・
三

・
三

判
竺

五
二
七
・写
二

頁

、
筑
讐

ん
肺
訴
訟

.
福
岡
地
裁

飯
塚
支
判
平
七

.
七

三

〇
判
壁

五
四
三
号
三
頁
).
前
掲
村
田
は
包
埜

律
請
求
に
よ
り
慰
謝
料
請
求
を
し
た
呆

化
エ
ク

。
ム
労
災
事
件

に
お
い

て
、
使
用
者
側

の
主
張
の
よ
、つ
に
労
災
保
険
の
将
来
分
を
控
除
し
た
場
合
に
は
、
原
告
の
中
に
は
慰
謝
料
禦

わ
ず
か

δ

○
万
円
に
な

っ
た
り
・
そ
れ

ど
こ
ろ
か
七
〇
〇
万
円
以
上
の
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
原
止
。も

い
る
と
試
算
を
し
、
「財
産
的
損
害
を
篤

憲

味
で
算
定

さ
れ
た

『慰
謝
料
』

で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
財
産
的
損
傍

聴

雰

零

確

燧

磁

の
結
果
、
『慰
謝
料
』
が
殆
ど
残
ら
な

い

(
マ
イ
亥

に
す
ら
な

る
)
と
い
う

の
で
は
・

包
括
請
求
を
逆
手
に
と
.
た
本
来
の
慰
謝
料
の
巧
妙
な
値
切
り
で
し
か
な

い
」
と
厳
し
垂

判
す
る

(村
握

夫

覆

害
賠
償

と
労
災
補
償
給
付
の

謂
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整
』
」
早
大
法
研
論
集

三
七
号

二
三
二
頁
以
下

・
傍
点
原
著
者
)
。
な

お
完

全
併
存
論

の
立
場

に
立

つ
筆
者

か
ら
は
包
括

一
律
請
求

の
場
合
も
控
除
否
定

説

と
な
る

の
は
自

明
だ
が
、

こ
の
点

は
損
害

論
と

の
関
連

で
更

に
別
途
検
討

し

た

い
。
労
災

に
お
け

る

「包

括

一
律

請
求
」

に

つ
い
て
は
、
加
藤
新
太
郎

「
包
括

一
律
請
求

を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
塩
崎
勤
編

『
現
代
民
事
裁
判

の
課
題

(
8
)
』
八
八
四

頁
以

下

二

九
八
五
年
)
、
吉

田
秀
文

「包

括

一
律
請
求
」

吉

田
秀
文

・
塩
崎
勤

編

『
裁
判
実
務
大
系

8
』
五

六
九
頁
以
下

(
一
九
八

五
年
)
等
参

照
。

(
2
)

前
掲
拙
稿

「
労
災
保
険

と
損
害
賠
償

の
完
全
併
存

の
実
現
」
季
刊
労
働
法

一
五
八
号
五
八

～
九
頁
参
照
。

(3
)

こ
の
点

に
関
し
て
従
来
慰

謝
料

の

「
補
完
的
機
能
あ
る

い
は
調
整
的
機
能
」

が
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
慰
謝
料

は
、

い
わ
ゆ
る
精
神
的
苦
痛

に
対
す
る
慰
謝

の
他
、
証
拠

に
よ

っ
て
立
証
困
難
な
財
産
的
損
害

の
賠
償

や
、
何

ら
か
の
財
産
上

の
損
害

が
あ
る

こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、
財
産
損
害
と

い

う
名
目

で
は
賠
償
を
認

め
ら

れ
な

い
場
合

に
、
そ

の
こ
と
を
斜

酌
し
て
慰
謝
料
額

が
認
定
さ
れ
る
場
合

が
あ

る

の
で
あ

る

(前

田
達
明

『新
判
例

コ
ン
メ

ン
タ
ー

ル

.
民
法

9
』

一
二
六
頁

・
三
省
堂

・
一
九
九
三
年
、
幾
代
通
著

・
徳
本
伸

一
補
訂

『
不
法

行
為
法
』
三
〇
〇
頁
以
下

・
有
斐

閣

・
一
九
九
三
年

等
参
照
)
。
だ
と
す

れ
ば
、
個
別
損
害
積

み
上
げ
方
式

の
も

と
で
認
容

さ
れ
た
慰
謝

料
額

は
、
結
局

は
、
個
別

に
立
証
さ
れ

た
財
産
的

損
害

と
そ
れ
以
外

に
存
在
す

る
損
害
を
あ
わ

せ
て
裁
判
官

が
金
銭

に
評
価

し
た
総
額

の
中
か
ら
、
前
者

に
対
す
る
賠
償
額
を
差
し
引

い
た
額
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

。

従

っ
て
、
損
害
額
算
定

の
基

準
時

た
る
事

実
審

の
口
頭
弁
論
終
決
時

の
財
産
的
損
害

に
対
す

る
賠
償
額

が
将
来
低
減
さ
れ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ

に
伴

っ
て
慰
謝
料
を
増
額
し
て
お
く

こ
と
も
考

え
ら
れ

る
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
点

に
関
し
て
、
西
村
健

一
郎
教
授

は

「
慰
謝
料

の
算
定

の
際

に
労
災
保
険
給
付

の
支
給

の
あ

っ
た

こ
と

(な

い
し

は
将
来
も
支
給
さ

れ
る
こ
と
)
を
考
慮

し
て
慰
謝
料

が
決
定

さ
れ

る
場

合
も
あ
り
う

る
で
あ

ろ
う
」

(前
掲

『
労
災
補

償

と
損
害
賠
償
』

二
七
三
頁
)

と
す

る
が
、
実
際

の
判
決

で
も

こ
の
点
を

明
示
す

る
も

の
も
あ

る

(前
注

1
の
常
磐

じ
ん
肺
訴

訟

一
審
判
決
は
、
原
告

ら

が
労
災
保

険
金

を
受
領
し

て

い
る
事
実
を
慰
謝
料
額
算
定

の

「
重
要
な
事
情

の
ひ
と

つ
」

と
し
て
餅
酌
し

て

い
る
と
判
示
し

て

い
る
。
同
旨
を
述

べ
る
も

の
と
し
て
前
注

1
の
長
崎
伊
王
島
じ

ん
肺
訴
訟
判
決
。
ま
た
同
じ
く
前
注

1

の
遠
州
じ

ん
肺
訴
訟
判
決

は
、
労
災
保

険
金

の
受
領

は

「
慰
謝
料
額
算
定

に

あ

た
り
餅
酌
し
う

る

　
事
情
と

は
な
り
う

る
と
し

て
も
当
然
に
慰
謝
料
額

か
ら
控
除
さ

れ
る
べ
き

で
な

い
」
と
す

る
」
)
。

こ
の
点

に
関
連
し
て
前

川
判
事

は

「
労
災
保
険
給
付

に
よ
り
填
補
さ
れ
る

の
は
、
被

害
者

の
財
産
的
損
害

で
あ

る
と
解
さ
れ

て

い
る
と

こ
ろ
、

こ
れ
が
早
期

に
支
給
さ
れ
て
も
、

そ
れ
は

被
害
弁
償

に

つ
い
て
の
加
害
者

の
誠
意

の
有
無

と
係

わ
り
が
な

い
こ
と

は
明
ら

か
で
あ
り
、
結
局
、
遺

族

の
労
災
保
険
給
付

の
受
領
を
死
亡
者
本

人
の
慰

謝
料
を
算
定
す

る
う

え
に
お

い
て
斜

酌
す

べ
き

で
は
な

い
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
す

る

(前
川
鉄
郎

「
労
災
給
付
金

の
支
給
と
慰
謝
料

の
算
定
」
吉

田
秀

文

。
塩
崎
勤

編

『
裁
判
実
務

大
系
8
』
六
〇

二
頁
以

下

(青
林
書
院

・
一
九
八

五
年

)
。
慰
謝
料

を

「
加

害
者

の
誠
意
」

と

の
関
連

で
の
み
捉

え
る
と
す

れ
ば
そ

の
点
は
狭
す

ぎ
る
と
思

わ
れ
る
が

(別

の
箇
所

で
前

田
判
事
は
加
害
者

の
故
意

・
過
失
や

「
遣
族

の
生
活

の
窮
乏
化
」
も
そ
れ
か
被
害
者

の

「
精
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神
的
損
害
を
増
大
し

た
」
場
合

に
は
勘

酌
し
得
る
と
し
て

い
る
。
同
五
九
九
、
六
〇

一
頁
)
、
労
災

保
険

の
支
給

を
安
易

に
慰

謝
料
額

の
低
額
化

に

つ
な

げ
る

べ
き

で
な

い
と
の
意
味

で
は
傾
聴

に
値
し
よ
う
。

ま
た
岡
村
親
宜
弁
護
士

は
交
通
事
故

の
よ
う
に
加
害
者

と
被
害
者

の
立
場

の
互
換
性

の
な

い
労
災

事
故

に
お
け

る
死
亡
事
故

の
場
合

の
慰
謝
料

は
、
労
災
保

険
の
受
給
を
前
提

と
し
、

か

つ
、
個
別
損
害
積
上
げ
方
式
を
前
提
と
し
て
も
交
通
事
故

の
場
合

の

一
・
五
倍

の
三

三
〇
〇

万
円

が
社
会
的

に
妥
当

で
あ
る
と
す

る

(岡
村
親
宜

『労
災

補
償

・
賠
償

の
理
論

と
実
務
』
第
五
章

「
労
災
事
故

に
お
け

る
損

害
算
定

問
題
」

エ
イ
デ

ル
研
究
所

・
一
九
九

二
年
)
。
な

お
、
近
時
最
高
裁
は
じ
ん
肺

罹
患
者

が
使
用
者

の
安
全

配
慮
義
務
違

反
を
理
由

と
し

て
慰
謝
料

を
請
求
し

た
事
例

で
、

「
原
審

の
認
定

し
た

一
二
〇
〇
万
円
又
は

一
〇
〇
〇

万
円
と

い
う
慰
謝

料
額

は
低

き
に
失

し
、
著

し
く
不
相
当

で
あ

っ
て
、
経
験

則
又
は
条

理
に
反

し
、
右

に
み
る
よ
う
な
慰
謝
料
認
定
に

つ
い
て

の
原
審

の
裁
量
判
断

は
、
社
会
通
念

に
よ
り
相
当

と
し

て
容
認
さ
れ
得

る
範
囲
を
超
え

る
も

の
と

い
う

ほ
か
は
な

い
」

と
し

て
、
原
審
を
破

棄
差
戻
し
す

る
判
決
を
出

し
た

(長
崎
じ
ん
肺
訴
訟
最
判
平
六

・
二

・
二
二
判
時

一
四
九
九
号
三
二

頁
)
。

こ
の
事
件

の
原
審

(福

岡
高
判
平

元

・
三

・
三

一
判
例
時
報

一
三

=

号
三
六
頁
)
は
労
災
保
険

の
既
受
領
分
を
慰

謝
料

か
ら
は
控
除
し
な

い
が
、

労
災
保

険
金

の
受
領
を
慰
謝
料

認
定

に
あ

た
り
考
慮

す

べ
き

一
事

情

と
し

て
お
り
、

こ
の
よ
う

な
点
も
考
慮

し

て
算
定

さ
れ

た
慰
謝
料

が

「低

き

に
失

し
、
著
し
く
不

相
当
」
と
す

る

こ
の
最
高
裁

判
決

は
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
。
筆
者

は
同
じ
く
注
目

に
値
す

る
そ

の
損
害
賠
償
請
求
権

の
消
滅
時
効

の
起

算
点
論
と
と
も
に
、
別
途

こ
の
最
高
裁
判

決
の
判
例
評
釈
を
し
た

の
で
参

照
さ
れ
た

い

(拙
稿

「
進
行
蓄
積
型
被
害

に
対
す

る
損
害
賠
償

請
求
権

の
消
滅

時
効

と
損
害
額

の
算
定
1
!

長
崎
じ

ん
肺
訴

訟
上
告
審
判
決
」

ジ

ュ
リ

ス
ト

一
〇
六
七
号

一
二
七
頁
以
下

・
一
九
九

五
年
)
。
な
お

こ
の
訴

訟

の
差
戻
審

判
決

で
は
、
死
亡
者
を
含
む
管

理
区
分

四

の
被
害
者

と
じ
ん
肺
ま
た

は
そ

の
合
併

症
で
死
亡
し

た
管
理
区
分
二
、
三

の
被
害
者

に
二
三
〇
〇
万

円
、
管
理

区
分
三

の
被
害
者

に

一
八

〇
〇
万
円
、
管

理
区
分

二

の
被
害
者

に

一
二
〇
〇
万

円
と

い
う

一
審

判
決
を
上
回

る
賠

償
額

が
認
定

を
し
た

(福

岡
高
判
平

七

・
九

・
八
判
例
時
報

一
五
四
八
号

三
五
頁
)
。

.

(
一
九

九

六

年

三
月

一
日
校

了

)

(462)


